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日程第１ 第 104号議案 平成26年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件

第 105号議案 平成26年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定
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第 106号議案 平成26年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

第 107号議案 平成26年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認

定の件

第 108号議案 平成26年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第 109号議案 平成26年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第 110号議案 平成26年度神河町老人訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

第 111号議案 平成26年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認

定の件

第 112号議案 平成26年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定

の件

第 113号議案 平成26年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定

の件

第 114号議案 平成26年度神河町水道事業会計決算認定の件

第 115号議案 平成26年度神河町下水道事業会計決算認定の件

第 116号議案 平成26年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件

本日の会議に付した事件

日程第１ 第 104号議案 平成26年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件

第 105号議案 平成26年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

第 106号議案 平成26年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

第 107号議案 平成26年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認

定の件

第 108号議案 平成26年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件
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第 109号議案 平成26年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第 110号議案 平成26年度神河町老人訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

第 111号議案 平成26年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認

定の件

第 112号議案 平成26年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定

の件

第 113号議案 平成26年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定

の件

第 114号議案 平成26年度神河町水道事業会計決算認定の件

第 115号議案 平成26年度神河町下水道事業会計決算認定の件

第 116号議案 平成26年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件
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児 島 修 二 大 中 昌 幸

総務課副課長兼地域創生特命参事 病院事務長 細 岡 弘 之

藤 原 登志幸 病院事務次長兼医事課長

情報センター所長 藤 原 秀 洋 浅 田 譲 二
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田 中 晋 平 教育課参事兼センター所長
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代表監査委員 清 瀬 茂 生

午前９時００分開議

○議長（安部 重助君） おはようございます。

ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達しておりますので、第６５回

神河町議会定例会第２日目の会議を開会いたします。

本日は、平成２６年度神河町各会計決算審査の報告のために清瀬茂生代表監査委員に

出席していただいておりますので、御紹介申し上げます。

○代表監査委員（清瀬 茂生君） おはようございます。代表監査委員をしております清

瀬でございます。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 執行部からの各会計決算説明の後に決算審査報告をいただきま

すので、よろしくお願いいたします。

それでは、直ちに本日の会議を開きます。

日程に入る前にお知らせいたします。

前田総務課長におかれましては、選挙管理委員会定時登録のために約２時間程度欠席

されます。

また、藤原病院総務課長におかれましては、義父の葬儀のために平成２６年度公立神

崎総合病院事業会計決算の説明の後に退席されますので、御了承をお願いいたします。

それでは、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。

⋞ ⋞

日程第１ 第１０４号議案から第１１６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１、第１０４号議案から第１１６号議案、平成２６年度

各会計歳入歳出決算認定の件を一括議題といたします。

まず、第１０４号議案、平成２６年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件について

提出者の説明を求めます。

山名町長。
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○町長（山名 宗悟君） それでは、第１０４号議案、平成２６年度神河町一般会計歳入

歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。手元に配付しています平成２６年度

一般⋞特別会計決算説明資料をごらんいただきたいと思います。

それでは、１ページからの決算の概要について説明をさせていただきます。

平成２６年度は、消費税税率の８％への引き上げ、５０％以上に及ぶ急激な円安の進

行など地域経済、住民生活にも大きな影響をもたらす１年となり、その中で地方自治体

の行財政運営や地域政策にもさまざまな構造変化をもたらす要因が生じました。

昨年５月に日本創成会議が予測した２０４０年までに８６９の自治体が消滅するとし

た消滅自治体議論は、都市部、非都市部を問わず多くの地方自治体の子育て等の諸政策

に影響を与える要因となり、東京を中心とする大都市集中を是正し、人口維持と地域経

済の活性化を実現するための地方創生への取り組みへの流れが本格起動することになり

ました。あわせて、政府として初めて人口に関する目標値を設定、５０年後に１億人程

度の人口維持を目指す方針を明示し、まち⋞ひと⋞しごと創生法案と地域再生法の一部

を改正する法律案の地方創生関連２法案が国会で成立し、地方自治体に対し、人口減少

を克服する活力ある地域社会を持続的に実現するための５カ年の計画、人口ビジョンと

総合戦略の策定を要請し、その取り組みを支援するための補正予算を編成しました。

それを受け、平成２７年３月定例会において国の交付金、地方住民生活等緊急支援交

付金を財源としたプレミアムつき商品券販売への補助金や総合戦略策定の委託料などを

増額補正しました。その全額を平成２７年度へ繰り越しを行い、神河町の地方創生をス

タートしております。

次に、神河町の財政状況でございますが、合併特例債を活用したまちづくり基金を積

み立てたことなどで、普通会計歳出総額は昨年度より１１億６８０万０００円多い

８８億１１６万０００円となりました。

歳入歳出差し引き額は、１億８５２万０００円で、そのうち７４５万０００

円を平成２７年度へ繰り越すべき財源としましたので、実質収支額は１億１０６万

０００円となっています。

財政の弾力性を示す経常収支比率は、繰出金や物件費の比率が上昇したため８ ９％

となり、昨年度と比較して ４％悪くなりました。

財政の健全化判断比率である実質公債費比率は、平成２６年度までの３カ年の平均は

１ １％となり、昨年度と比較して ８％よくなっています。また、将来負担比率も４

７％となり、昨年度と比較して ４％よくなっています。

特別交付税については、当初予算よりも２億１７０万０００円多い５億１７０

万０００円の交付を受けることができました。

これらの財源をもとに一般会計の財政調整基金へ２億５３７万０００円の積み立
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てを行い、年度末残高は１８億４５４万０００円となりました。

平成２６年度において公債費負担適正化計画のとおり実質公債費比率１８％未満が達

成され、町財政は着実に改善してきました。しかし、今後の人口減少や平成２８年度以

降の普通交付税一本算定により歳入の減少が見込まれるなど、ますます厳しくなること

が推測されます。それを踏まえると、来年度以降の予算編成における予算総額、一般財

源ともに縮小していかなければならないと考えています。

しかしながら、これからも持続可能な行財政運営を行い、また社会経済情勢の変化を

捉えた施策を積極的に展開していくには、さらなる行財政改革の取り組みにより財政負

担の軽減と平準化を実現し、財政運営の健全化を図ることが必要となってきます。

特に、重複施設、社会体育施設等の見直し並びに道路、橋梁などのインフラ施設を含

めた公共施設の老朽化対策として、公共施設の将来の維持管理に関する基本方針の策定

は避けて通れない喫緊の課題となっています。

普通会計の決算数値の前年度比較は２ページのとおりでございます。

次に、普通会計決算の概要について記載しておりますが、説明を省略させていただき

まして、４ページの下ほどをお願いしたいと思います。

一般会計の目的別歳出決算の主な支出や重要施策の状況について、目的別に説明をい

たします。

町議会においては、議員の定数が平成２６年５月１日から２名減の１２名となり、３

つの常任委員会が構成されました。

総務費の一般管理費は、総合行政用コンピューターの使用料に８７３万０００円、

業務用パソコン５０台の更新に６６３万円、平成２７年１０月に通知される個人番号に

係る社会保障⋞税番号システム整備を含めたシステム改修委託料に８５４万０００

円、そして平成２７年１１月に神河町誕生１０周年を迎えるに当たって、平成２６年度

と２７年度の２年で作成する町勢要覧の作成委託料４００万円を支出しました。

財産管理費では、本庁舎の会議室等の照明省エネ対策工事及びふるさと広場舗装工事

に９０８万０００円を支出し、基金への積み立ては財政調整基金に２億５３７万

０００円、土地売り払い収入等を財源として公共施設維持管理基金に３３８万００

０円、合併特例債を活用したまちづくり基金に５億９９０万円です。

交通対策として、住民の貴重な足となっているコミュニティーバスの運行経費は２

６７万０００円で年々増加しており、２６年度のバス利用者は延べ２３万５７５人

で、昨年度より ６％伸びています。また、交通安全施設整備事業は各区からの要望事

業９件を含めて６６１万０００円です。

企画費の地域振興事業は、長谷地区のイベント用備品購入に対し、コミュニティー助

成金として２５０万円、国の過疎地域等自立活性化推進事業を活用し、かみかわ銀の馬

車道まちづくり協議会へ補助金０００万円を支出し、竹内邸の外観改修と協議会の活

動支援を行いました。
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ＣＡＴＶ事業では、コミュニティーチャンネル１１チャンネルと１２チャンネルの文

字放送のハイビジョン化を９４３万０００円で行いました。

選挙は、４月２０日執行の神河町議会議員選挙５８１万０００円、衆議院議員総選

挙８３０万０００円で、いずれも適正に執行されました。なお、神河町農業委員会委

員選挙は無投票となりました。

民生費の社会福祉は、特別会計への繰出金として国民健康保険事業特別会計に７６

３万０００円、介護保険事業特別会計に２億６２６万０００円、また消費税の引き

上げに伴う臨時福祉給付金給付事業は、給付対象者８９８人で、給付金と事務費を合

わせて８０３万０００円を支出しました。

福祉医療は、少子化対策である中学３年までの乳幼児等医療費の無料化を引き続き実

施し、老人、重度障害者、母子家庭等、高齢重度の障害者及び精神障害者の方に対し、

合わせて４２６万０００円の助成を行いました。

後期高齢者医療事業は、広域連合への療養給付費負担金１億９０７万０００円及

び特別会計への繰出金５８２万０００円を支出しました。

児童福祉は、子ども⋞子育て新制度に係る支援システムの構築委託料に２２２万

０００円、また消費税の引き上げに伴う子育て世帯臨時特例給付金給付事業は、給付対

象者３７２人で、給付金と事務費を合わせて５７５万０００円を支出しました。

衛生費の保健衛生費は、公営企業である病院事業会計へ補助金４億円と出資金１億円、

水道事業会計へ補助金７００万円、また、介護療育支援事業としてケアステーション

かんざきへの運営繰出金０２１万０００円を支出しました。

また、懸案であった公立神崎総合病院の北館改築問題につきましては、地域になくて

はならない病院であるという強い思いを持ちながら検討してまいりました。将来の町の

財政収支見通し、建設コスト、あわせて国の公立病院ガイドライン、地域医療ビジョン

の改定による病床数の見直しなど不透明要素が多いこと、そして何より一般病床利用率

１０％減等の最悪想定の病院経営収支計画では、現状の繰入金では運営ができないとい

う状況が明らかになったことなどから、まずは病院の健全経営が第一であるという結論

に達し、このことを踏まえ、リスクの大きな全館新築移転は断念し、北館の改築を行う

こととしました。

健康づくり対策の中心である健診事業は、特定基本健診を初め、各種がん検診、婦人

健診に関しては集落での呼びかけ、節目対象者には無料クーポン券の配布などの取り組

みを行いましたが、受診者の大きな増加につながりませんでした。また、妊婦健診を受

けられた１０２人に４１７万０００円を助成しました。

清掃費は、中播北部クリーンセンターの運営負担金３億９３５万０００円及び生

ごみゼロに向けてのコンポストによる生ごみ減量化モデル地区として越知谷地区１１６

世帯に補助金６４２万０００円を支出し、２７年１０月までその効果を検証してまい

ります。また公営企業である下水道事業会計の運営経費として４億円を補助しました。
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農林水産業費の農業振興事業は、多面的機能支払い交付金事業として地域ぐるみでの

農地維持の活動に対する活動支援に１８１万０００円を支出、そしてカドミウム対

策として９ ８ヘクタールの実証圃での植物浄化技術の導入⋞普及推進委託料に２４７

万円、鳥獣被害防止対策として国の補助を受け、３集落の金網柵及び電気柵６８０メ

ートルの整備に４５６万０００円を支出しました。また、シカ捕獲専任班支援事業、

シカ緊急捕獲拡大事業、サル監視員事業等の取り組みにより、鹿を８０３頭、猿を２４

頭捕獲しました。

町単独土地改良事業補助金は、区要望２１件、０９６万０００円を支出しました。

地籍調査事業は計画のとおり順調に進んでおり、２６年度は、平地部の再調査は長谷

地区と川上、栗、渕地区及び山林調査は作畑地区と新田地区において実施しました。

林業費は、広域基幹林道千ケ峰⋞三国岳線、延長６５０メートルの工事負担金として

７５０万円を支出しました。

林業振興事業は、森林機能の強化と間伐促進として、森林整備地域活動支援交付金事

業、森林管理１００％事業、県民緑税を活用した緊急防災林整備事業２１カ所、５ ６

ヘクタールで実施、大畑地区での住民参画型森林整備事業の取り組みを行い、また町単

独の間伐材の搬出に対する補助事業では、大畑、川上ほか４団地に対して４２３万０

００円を補助しました。

林道整備は、水谷線舗装新設５７４メートルの工事費２０５万０００円、そして

県単独補助治山事業として福本区の裏山防災工事に３４８万０００円を支出しました。

水産業費は、３つの漁業組合の運営のため６９８万円を補助しました。

商工費の商業振興事業は、ハートフル商品券等の補助金として３００万円、そして雇

用対策として県補助を受け、起業支援型雇用創造事業ではヨーデルの森に３人の雇用、

地域人づくり事業では観光協会に１人の雇用を行いました。

観光施設の管理事業は、わくわく公園、観光交流センター、農村環境改善センター、

グリーンエコー笠形体育施設の指定管理料に３３２万円、そして各施設の修繕料は５

８５万円、工事費はヨーデルの森トイレ等整備工事、グリーンエコー笠形浄化槽、響の

湯電気設備改修工事、グリーンエコー笠形親水公園整備工事、グリーンエコー笠形グラ

ウンドゴルフ場整備工事で７８８万０００円を支出しました。

そして、今後の観光施設の維持管理方針を２６年度と２７年度の２年で策定する施設

保全活用整備計画を６４８万円で委託しました。

観光交流人口１００万人を目標として、ゆるキャラブランド化や観光キャンペーンで

のＰＲなど、さまざまな施策を展開しましたが、入り込み客数は６５万５１６人で、

昨年度と比較して ５％減りました。

この状況を何とか打開するため、神河町の弱点である冬場の集客に向け、大河内高原

の冬場の魅力づくり事業として峰山高原スキー場整備を神河町の地域創生並びに地域経

済の活性化の目玉として検討、協議に入りました。
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土木費の道路橋梁費は、区要望５８件を含めた道路補修工事費は２８３万０００

円、そして電源立地地域対策交付金による町道南小田幹線、片角線、寺前停車場線の維

持修繕工事に１８０万０００円を支出しました。

橋梁の長寿命化修繕計画策定業務委託料として６３３万０００円を支出し、２７

年度以降、計画的に修繕工事を行っていくこととしております。

道路新設改良は、道整備交付金事業の神崎⋞市川線１６７メートル、支線は用地測量

等で３５７万０００円、町単独道路改良事業は区要望８件を含めて５８０万０

００円を支出しました。

河川改修事業は、区要望６件を含めて８７３万０００円を支出しました。

住宅費は、最重要施策の人口減少対策である子育て世代への支援として、若者世帯向

け家賃補助金では４１件に６３２万０００円、そして新野の若者世帯向け低家賃の住

宅建設事業に２億４２７万０００円を支出しました。

消防費では、安心⋞安全なまちづくりの強化のため、地域の防災、消防の施設整備事

業として福本分団車庫新築と野村分団詰所警鐘台等の修繕の工事費０７９万円、そし

て越知の２カ所と宮野の耐震性貯水槽の設置工事に１４１万０００円、猪篠分団の

消防ポンプ自動車と貝野分団の軽四積載車の購入に２３７万０００円を支出しまし

た。また、兵庫衛星通信ネットワーク設備の更新のため８００万円を負担しました。

教育費は、学校施設の教育環境の改善として、小学校では寺前小学校の大規模改造事

業の第１期は２億４５８万円、寺前、長谷小学校体育館の非構造物耐震補強事業は

３４２万０００円で、中学校では体育館の非構造物耐震補強事業は４０４万００

０円で、幼稚園では越知谷幼稚園舎の耐震補強に係る改築事業は７０６万円で行いま

した。

社会教育費は、文化財保存事業は文化遺産を生かした地域活性化事業活動支援金を含

めて５６９万０００円、県のふるさとづくり推進事業を活用して埴岡の里と福本遺跡

のイラスト入り案内板等の製作及び設置に７６１万０００円を支出しました。

公民館では、図書室の図書を中央公民館では２４６冊、神崎公民館では２４１冊購入

し、充実しました。

学校給食については、施設の適正な維持管理に努め、１年を通じて子供たちに安全な

給食を提供しました。

災害復旧費は、平成２５年９月発生の集中豪雨による災害復旧工事について、平成２

５年度からの繰り越し事業として実施しました。

農業用施設災害復旧費では、岩屋、高坂地区の農地の農地災害復旧工事２９９万０

００円、岩屋、高坂地区の用水路の農業施設災害復旧工事１２３万０００円です。

林業施設災害復旧費では、補助事業は林道黒川新田線ほか２件、７４１万０００円、

単独事業は林道越知ヶ峰線ほか３件、６７３万０００円です。

公共土木施設災害復旧費では、補助事業は高坂川復旧工事ほか３件、３２５万０
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００円、単独事業は神明谷川支線復旧工事ほか９件の８８２万０００円でございま

す。

以上、平成２６年度決算の概要を説明申し上げましたが、詳細につきましては会計管

理者から説明いたします。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） ここで、さらに詳細説明を求めていきます。

会計管理者。

○会計管理者兼会計課長兼町参事（谷口 勝則君） 会計課谷口でございます。それでは、

第１０４号議案の内容につきまして、決算書により御説明させていただきます。

最初に、決算書の１ページをお願いいたします。１ページから４ページにかけて歳入

の決算額、款項ごとの一覧表でございます。その歳入合計が３ページと４ページの下の

欄に記載してありますので、ごらんください。

歳入につきましては、平成２６年度の当初予算額は８３億４６０万円で、その後、

補正により４億３０１万０００円の増額と平成２５年度からの繰越明許費２億５

２０万０００円により、最終の予算現額は９０億２８１万０００円となりました。

これに対しまして、歳入の調定額が９０億３１９万６０１円、収入済み額が８９億

２１６万９７５円で、予算額に対する歳入の執行率は９ ６％となっています。不納

欠損額が２０９万２６５円で、収入未済額が１億８９２万３６１円となりました。

次に、決算書の５ページをお願いいたします。５ページから８ページにかけて歳出の

決算額の一覧表でございます。その歳出合計欄が７ページと８ページの下の欄に記載し

てありますので、ごらんください。

歳出の決算額は、支出済み額８７億６５５万７３３円で、予算額に対する歳出の

執行率は９ ８％となっています。翌年度繰越額が１億４５３万０００円で不用額

は１億１７２万２６７円で、歳入歳出差し引き残額は１億５６１万２４２円とな

りました。

次に、歳入関係の説明をさせていただきます。９ページをお願いいたします。９ペー

ジ、１０ページからの歳入歳出事項別明細書により説明をさせていただきます。

歳入の１款町税は、収入済み額１９億４０７万７０６円で、歳入総額の２ ３％

を占めておりまして、不納欠損額は２０９万２６５円、収入未済額は９２７万８

３６円で、徴収率は９ １％の状況でございます。

１項町民税は、収入済み額は５億９２０万０４５円で、不納欠損額は５４万６

６５円、収入未済額は６１１万２４９円で、徴収率は９ １％でございます。うち個

人町民税は徴収率９ ５％、法人町民税は徴収率９ ４％でございます。

２項固定資産税は、収入済み額は１３億９７６万４０１円で、歳入総額の１ ４

％、不納欠損額は１３６万５００円、収入未済額は０９６万０８７円で、徴収率

は９ ３％でございます。１目の固定資産税では、徴収率は９ ３％で、２目の国有資

産等所在市町村交付金及び納付金では、新野県営住宅や生野ダムなど関連の土地建物で
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す。

３項軽自動車税は、収入済み額は２５７万４６０円で、不納欠損額は１８万１

００円、収入未済額は２１９万５００円で、徴収率は９ ２％でございます。

４項町たばこ税は、２社から２０８万８００円の収入済み額となっています。

また、５項鉱産税は、４３万０００円の収入済み額となっています。

続きまして、２款地方譲与税は、収入済み額３９３万０００円で、歳入総額の

７％でございます。

内訳につきましては、次の１１ページ、１２ページのとおり、１目地方揮発油譲与税

が９１５万０００円、２項自動車重量譲与税が４８１万０００円でございます。

３款利子割交付金収入済み額は３５４万０００円で、４款配当割交付金は３０９

万円、５款株式等譲渡所得割交付金は７１２万０００円、６款ゴルフ場利用税交付金

は８５４万０１０円の収入済み額でございます。

次に、１３ページ、１４ページをお願いいたします。７款地方消費税交付金の収入済

み額は１億１９９万０００円、８款自動車取得税交付金は１２１万０００円、

９款地方特例交付金は１項減収補填特例交付金で住宅借入金等特別税額控除減収補填分

として３８８万０００円の収入済み額となっています。

次に、１０款の地方交付金ですが、収入済み額は３２億０４４万０００円で、歳

入総額の３ ６％を占めています。内訳は、普通交付税が２７億８７４万０００円

で、特別交付税が５億１７０万０００円でございます。

１１款交通安全対策特別交付金は２３６万０００円でございます。

次に、１５ページ、１６ページをお願いいたします。１２款分担金及び負担金は、収

入済み額７２７万５９８円で、歳入総額の ８％となっております。

１項分担金の収入済み額は６５１万５１１円でございまして、１目の総務費分担金

はケーブルテレビの加入金２６０万円でございます。２目の農林業費分担金は、吉冨区

内における林道野上線の町単独林道維持補修事業と福本区内における集会所の裏山防災

工事の県単独補助治山事業に係る地元受益者分担金９２万８５３円でございます。３

目の土木費分担金は、吉冨区内、町道裏坂線の改良工事、峠区内、町道峠線の側溝溝ぶ

た設置工事と上小田区内、町道川南線舗装工事に伴います受益者分担金で１２３万６

９６円でございます。４目災害復旧費分担金は、岩屋区内におけるモミジ河原農地、檜

山農地並びに檜山用水路の農地災害並びに農業施設災害復旧事業と、根宇野区内、林道

根宇谷線、大畑区内、林道谷山線、吉冨区内、林道野上線の林道施設災害復旧工事に伴

います地元受益者分担金で１７５万９６２円でございます。

２項負担金は、収入済み額０７６万０８７円で、２目民生費負担金は寺前保育所、

神崎保育園並びに町外での保育に係る運営負担金、保育料で３７２万０００円でご

ざいます。

次に、１７ページ、１８ページをお願いいたします。３目衛生費負担金の収入済み額
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は００９万６９１円で、中播北部行政事務組合からの職員１名分の給与費の負担金

９９５万６１１円が主なものでございます。４目農林業費負担金は、中播農業共済事

務組合から職員１名分の給与費の負担金６９４万３９６円でございます。

次に、１３款でございますが、使用料及び手数料の収入済み額は２億８４５万９

７８円で、収入総額の ６％でございます。収入未済額は２４８万９８５円でござい

ます。

１項使用料の収入済み額は２億０２９万１５８円で、１目総務使用料は過年度分

も含めてケーブルテレビ利用料１億７３２万９００円が主なもので、収入未済額２

０６万６００円はケーブルテレビ利用料でございます。２目衛生使用料は、過年度分

も含めての合併処理浄化槽の保守管理受託分７９８万４００円で、収入未済額は１

７万３０５円でございます。３目土木費使用料では、１節住宅使用料は町営住宅の柏

尾、福本、比延団地の３団地で、過年度分も含めて収入済み額は４５１万３９０円

で、収入未済額は２１万２８０円となっております。２節の道路使用料は道路占用料

として収入済み額９１８万６４５円、３節町営駐車場使用料は寺前駅前２カ所で収入

済み額４７１万７２３円となっています。４目教育費使用料は、１節幼稚園使用料とし

て幼稚園の通常の保育料と預かり保育の保育料で、０３８万４００円でございます。

次に、１９ページ、２０ページをお願いいたします。２節社会教育施設使用料は、主

な収入済み額として地域交流センター使用料が３７７万３００円、学童保育クラブ使

用料が５８５万０００円、３節体育施設使用料では、主な収入済み額は町民温水プー

ル使用料が３６３万０６０円という状況でございます。

次に、２項手数料の収入済み額は８１６万８２０円で、１目総務手数料の１節総務管

理手数料では、過年度分も含めケーブルテレビ端末機設置手数料が主なものでございま

して、２万８００円の収入未済額はケーブルテレビ端末機設置手数料分でございます。

２節の徴税手数料は、税務関係の証明手数料でございます。３節の戸籍住民基本台帳手

数料は、住民生活課関係の戸籍、住民票、印鑑証明等の証明手数料でございます。２目

の衛生手数料は、し尿くみ取り手数料、畜犬登録と狂犬病予防注射注射済み票の交付関

係に伴う手数料が主なものでございます。３目の土木手数料は、屋外広告物の許可手数

料が主なものでございます。

１４款国庫支出金でございます。収入済み額は６億８７１万３６４円で、収入総

額の ５％の状況でございます。

次に、２１ページ、２２ページをお願いいたします。１項国庫負担金は３億４５６万

９４６円で、１目民生費国庫負担金では、１節の保育所運営負担金は過年度分の実績

に基づく追加交付分も含め、私立保育所運営に係る国庫負担金３５４万７４５円、

２節保険基盤安定負担金は、国保税軽減の財源負担と国民健康保険の基盤安定のための

保険者支援分として国庫負担金３８７万５７９円、３節の心身障害者福祉負担金は、

障害者総合支援法に基づく身体障害者の更生医療、自立支援給付費の補装具の給付に係
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る国庫負担金１億２２９万４６２円、４節児童手当交付金については、中学生修了時

までの児童への児童手当に対する１億５７４万９９８円の国庫負担金の交付がござ

いました。２目衛生費国庫負担金は、未熟児の療育医療に係る国庫負担金２５万１６

５円でございます。３目災害復旧費国庫負担金は、２５年災害の公共土木施設災害のう

ち繰越明許費による慈増谷川、中茶屋川、高坂川、深ダワ川の災害復旧工事に係る国庫

負担金８８５万０００円でございます。

次に、２項国庫補助金は、収入済み額３億９６８万９７５円で、１目民生費国庫

補助金は、地域生活支援事業補助金１８４万０００円、臨時福祉給付金給付事業費補

助金８２２万０００円、子育て世帯臨時特例給付金給付事業補助金５７５万０

００円、繰越明許費で障害者自立支援給付支援等システム改修補助金が４５万０００

円でございます。

次に、２目衛生費国庫補助金ですが、２３ページ、２４ページをお願いいたします。

１節保健衛生費補助金は、婦人健診として子宮がん、乳がん、大腸がん検診並びに骨粗

鬆症検診とあわせて節目検診として無料クーポンを実施した事業に対する感染症予防事

業費等国庫補助金６５万０００円、２節下水道事業費補助金は循環型社会形成推進交

付金４５万０００円でございます。３目土木費国庫補助金は１億０９９万９７５

円で、１節道路橋梁費補助金では収入済み額が３８３万９７５円で、内訳は、２５

年度からの繰越明許費として町道神崎⋞市川線の物件調査、測量、道路改良工事に係る

道整備事業交付金が７００万円、町道の道路橋梁点検業務、橋梁長寿命化計画策定業

務に係る社会資本整備総合交付金５２５万９７５円、現年度分としまして、町道神崎

⋞市川線の物件補償に係る道整備事業交付金が８２６万０００円、橋梁長寿命化修繕

計画策定業務、橋梁補修設計業務委託に係る社会資本整備総合交付金が３３１万００

０円でございます。２節住宅費補助金は１億７１６万０００円で、内訳は、社会資本

整備総合交付金の定住促進分として若者世帯向け賃貸住宅家賃補助制度への交付金が３

３４万０００円、同じく社会資本整備総合交付金の空き家再生として柏尾地内、交流

館柏尾としての改修のための交付金４６１万０００円、同じく社会資本整備総合交付

金の地域優良賃貸住宅の整備として新野地内に若者向け町営住宅３棟１２世帯、新野団

地の建設に対する交付金９１７万０００円が主なものでございます。４目消防費国

庫補助金は、猪篠分団のポンプ自動車の購入、貝野分団の軽四積載車の購入の消防防災

施設整備費補助金が７６８万０００円の収入済み額でございます。５目教育費国庫補

助金の収入済み額は５５２万０００円で、１節小学校費補助金は７３４万００

０円で、寺前小学校校舎、体育館の第１期大規模改造工事並びに寺前小学校、長谷小学

校体育館天井の耐震工事に係るもの７２９万０００円が主なものでございます。２

節中学校費補助金の７０７万円は、中学校体育館天井の耐震工事６９６万０００円が

主なものでございます。３節幼稚園費補助金は１１０万０００円で、越知谷幼稚園

舎改築工事に係る１０７万０００円が主なものでございます。６目総務費国庫補助
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金は８１０万０００円の収入済み額で、竹内邸外観改修と銀の馬車道まちづくり協

議会の活動推進に係る過疎地域等自立活性化推進交付金が０００万円、平成２７年１

０月から施行されますマイナンバー法のシステム整備に係る社会保障⋞税番号システム

整備費補助金が２６１万０００円、ふるさと広場舗装工事と寺前小学校大規模改造

工事１期工事の補助金残に係るがんばる地域交付金が５４８万０００円でございま

す。

３項国庫委託金の収入済み額は４４５万４４０円で、１目総務費国庫委託金は、次

の２５ページ、２６ページをお願いいたします。中長期在留者居住地届け出事務委託費

が１５万０００円などでございます。２目の民生費国庫委託金は、国民年金に係る事

務委託金とシステム改造交付金で４２３万６０８円が主なものでございます。

次に、１５款県支出金は、収入済み額４億９５７万４２３円で、収入総額の ４％

でございます。

１項県負担金は１億６７９万６２２円で、１目総務費県負担金は移譲事務市町交

付金で３３９万４３０円、２目民生費県負担金では、１節の保育所運営費負担金で過

年度実績に基づく追加交付分も含め、私立保育所運営負担金６７７万３７２円、２

節保険基盤安定負担金は国民健康保険税軽減の財源負担と国民健康保険の基盤安定のた

めの保険者支援分として８７０万４０４円、３節心身障害者福祉費負担金は、障害者

総合支援法に基づく身体障害者の更生医療、育成医療、自立支援給付費や補装具の給付

に係る県負担金２９１万７９６円、４節の軽減保険料負担金は後期高齢者医療保険

基盤安定負担金で８６１万２８９円、５節の児童手当交付金は児童手当に対する県

負担金として６３８万３３１円でございます。

次に、２７ページ、２８ページをお願いいたします。２項県補助金は２億９５６万

５７８円で、１目総務費県補助金は、バス対策費補助金４２１万０００円、電源立

地地域対策交付事業補助金１１３万０００円は町道南小田幹線、片角線、寺前停車

場線の改良工事、ふるさとづくり推進事業補助金３７４万０００円は播磨風土記にま

つわる物語の絵本化、日吉神社、福本遺跡の解説案内板の作成、市町振興支援交付金は

従来それぞれの名称で補助金として交付されていましたが、一括交付となり、コミュニ

ティーバス運営補助、シカ捕獲専任班補助、サル監視員の設置補助などで７４７万６

００円でございます。２目民生費県補助金は、１節社会福祉費補助金では、民生児童委

員の活動費用に対する補助や人権啓発活動に対する補助など社会福祉関係事業に対する

補助金３８２万９３３円、２節老人福祉費補助金は、老人クラブの活動に対する補助

金２７４万０００円が主なものでございます。

３節の医療助成費補助金は、２９ページ、３０ページにかけて福祉医療のそれぞれの

医療に対する補助金でございます。次に、４節児童福祉費補助金は、延長保育に対する

保育対策促進事業補助金６５１万０００円、子育て学習センター運営に係る子育て支

援交付金７８１万０００円、保育所における保育士等処遇改善臨時特例交付金３３４
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万０００円、また繰越明許費で子ども⋞子育て支援システム構築等補助金２２２万

０００円でございます。３目衛生費県補助金は、健康増進事業や自殺対策の強化のた

めの補助金などでございます。４目農林水産業費県補助金は、１節の農業費補助金では、

中山間地域直接支払い交付金０８０万７５９円、地籍調査事業補助金２４０万円、

有害鳥獣対策関係補助金として、２件で４５７万５７６円、農用地土壌植物浄化推進

事業補助金が１３６万円、経営所得安定対策直接支払い推進事業補助金が３６７万０

００円、それから新規就農⋞経営継承総合支援事業補助金が１５０万円、県産農林水産

物学校給食利用促進事業補助金が１０万円、担い手への利用集積のための機構集積支援

事業補助金が６９７万円などでございます。

次に、３１ページ、３２ページをお願いいたします。２節の林業費補助金では、森林

整備地域活動支援交付金４３３万０００円、緊急防災林整備事業補助金が０８０万

７４０円、住民参加型森林整備事業補助金が２５０万円、また県単独補助治山事業で

は、福本区内集会所裏山防災工事に伴う補助金が２３２万０００円、林道改良事業で

は、林道水谷線の舗装新設工事に係る補助金が６１４万０００円です。５目商工費県

補助金は、峰山新宿泊施設起債償還補助金が６４５万０００円、福本藩池田家陣屋

跡庭園改修に係るふるさとづくり推進事業補助金が１００万円、ヨーデルの森で３名雇

用した雇用機会をつくるための起業支援型雇用創出事業補助金が１３３万０００円、

観光協会で１名雇用しました施設間連携やイベント実施のための地域人づくり事業補助

金が３００万円でございます。６目土木費県補助金は、簡易耐震診断推進事業補助金が

１万０００円でございます。７目教育費県補助金は、１節の小学校費補助金では自然

学校や環境体験学習などの小学校体験活動事業補助金が１２３万０００円、２節の中

学校費補助金ではトライやる⋞ウイークなどトライやる⋞ウイーク事業補助金が６０万

円、３節の社会教育費補助金では県教委からの放課後子ども教室事業と知事部局の児童

課からの学童保育クラブ事業の実施によるひょうご放課後子どもプラン推進事業補助金

が３７５万０００円、播磨風土記編さんから１３００年を迎え埴岡の里と言われる地

名の由来にかかわる指定地であります福本遺跡や日吉神社を紹介するための説明板やサ

インやイベントを目的としたふるさとづくり推進事業補助金が３８０万０００円でご

ざいます。８目の災害復旧費県補助金は、繰越明許費で岩屋の檜山用水路など農業施設

災害復旧費補助金が６３７万０２３円、同じく繰越明許費で林道災害に係る林道黒川

新田線、水谷線、越知ヶ峰線、根宇谷線の林道施設災害復旧費補助金が４５３万００

０円でございます。

３項県委託金は、支出済み額は３２０万２２３円でございます。１目総務費県委

託金の１節徴税費委託金は県民税徴収事務委託金として７７５万７０５円、次に３

３ページ、３４ページをお願いいたします。２節選挙費委託金は、兵庫県議会議員選挙

並びに衆議院議員総選挙の委託金０３５万６８円で、３節統計調査費委託金は各種統

計調査の実施に伴います委託金で、合計１０件で３４３万８５７円でございます。２
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目民生費県委託金は、連合事務、福祉関係に係る市町交付金１万６０５円でございま

す。３目衛生費県委託金は、歳入はございません。４目商工費県委託金は、砥峰高原自

然交流館の管理運営委託金が７２９万０００円でございます。５目土木費県委託金の

１節土木管理費委託金は、河川クリーン作戦事業委託金が３９万６００円が主なもの

でございます。２節道路橋梁費委託金は、チェーン着脱場の維持管理委託金が１２３万

円が主なものでございます。６目教育費県委託金は、地域交流センターで夏休みに実施

いたしました水辺の自然環境学習実施委託金が３５万円でございます。７目農林業費県

委託金は、本村地内ナラ枯れ防除事業の委託金が２３４万０００円でございます。

次に、３５ページ、３６ページをお願いいたします。１６款財産収入では、収入済み

額９６２万４５４円で、歳入総額の ７％でございます。

１項財産運用収入は９４１万９７５円で、１目利子及び配当金は、各基金から生じ

ました運用利子で合計２５５万７５９円でございます。２目財産貸し付け収入は、携

帯電話基地局用地貸し付け収入９７万８０８円、歯科診療所テナント等貸付料が１５

９万２００円、駐車場用地貸し付け収入が１２８万６００円、伯鳳会老人保健施設

の用地貸し付け収入が２３４万０００円でございます。その他町有地貸し付け収入で

は、福本地内３件、中村地内２件、加納地内１件、寺前駅前２業者、飲料メーカー２業

者は本庁、支庁舎、保健福祉センター、温水プールに自動販売機の設置で、合計で４１

万２４８円などでございまして、総合計で６８５万２１６円でございます。なお、川

崎住宅跡地貸し付け収入で１件、収入未済がございます。

２項財産売り払い収入は０２１万４７９円で、内容は１節の土地売り払い収入で、

町有地と里道、水路の法定外公共物合計１６件の町有地売り払い収入でございまして、

主なものは町有地の寺前１６番１と、同じく寺前１４０番３、それと１４０番３に附属

しています施設の売り払いの２件でございます。

次に、１７款寄附金は、収入済み額７２３万５４２円で、歳入総額の ０８％でご

ざいます。１目一般寄附金は、マックスバリュ西日本さんより、有料レジ袋販売収益金

の寄附金でございます。２目指定寄附金は、神河ふるさとづくり応援寄附金、ふるさと

納税の寄附３３件分１０３万円と、株式会社グリーンエコー笠形からのグラウンドゴル

フ場整備に係る事業者寄附金でございます。

次に、３７ページ、３８ページをお願いいたします。１８款繰入金は、収入済み額

４３９万３７７円で、歳入総額の ６％でございます。

１項他会計繰入金は１９０万５２３円で、内容は、１目介護療育支援事業特別会

計繰入金は建設償還金分の負担金でございます。２目国民健康保険事業特別会計繰入金

は特定保健指導事業に係る分でございます。３目介護保険事業特別会計繰入金は、郡認

定審査会に係る給与費、光熱水費、通話料関係でございます。４目土地開発事業特別会

計繰入金は、貝野住宅における用地売り払い収入、２区画分の繰入金でございます。５

目地域振興基金特別会計繰入金は、１節寺前地区振興基金特別会計繰入金は寺前漁協へ
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の補助金でございます。２節長谷地区振興基金特別会計繰入金は長谷漁協への補助金分

でございます。

次に、２項基金繰入金でございまして、収入済み額は２４８万８５４円でござい

ます。

３９ページ、４０ページをお願いいたします。１目公共施設維持管理基金繰入金から

７目の福祉基金繰入金まで、６目の財政調整基金繰入金を除きまして、各基金の目的に

より取り崩しを行っております。

次に、１９款繰越金は、収入済み額１億３００万８４２円で、平成２５年度から

の繰り越し財源充当分９５２万０００円を含んでの繰越金で、歳入総額の ８％で

ございます。

次に、２０款諸収入は、収入済み額１億６３４万６８１円で、歳入総額の ９％

でございます。

１項町預金利子は３３万５０２円でございます。

次の４１ページ、４２ページをお願いいたします。２項延滞金加算金及び過料は９３

万０６４円で、町税の延滞金でございます。

３項貸付金元利収入は１６３万９４３円で、住宅の改修、新築等に係る資金の貸し

付け事業でございまして、収入未済額は５６７万２９７円でございます。

４項受託事業収入は１４万８６０円、県でございまして、県道などの草刈り、草処

分に係る県土木事務所からの環境整備受託事業収入でございます。

５項雑入は１億３２９万３１２円で、１目診療所収入は、上小田診療所、川上診

療所の診療報酬３８４万９２３円で、国保連合会からの収入でございます。２目雑入

は１億９４５万３８９円で、主なものは、１節新市町村振興交付金では、宝くじの

市町交付金が１２６万０８８円でございます。２節生活支援ハウス利用負担金は、

あやめ苑内に設置の生活支援ハウス利用者１名分の利用負担金でございます。

次に、４３ページ、４４ページをお願いいたします。３節集団検診実施徴収金が２２

９万１９０円でございます。４節環境対策育林事業受入金は、公益財団法人兵庫みど

り公社からの森林管理１００％作戦の推進事業受入金で２５０万６６４円でございま

す。５節消防団員退職報償金等受入金は、消防団員４４名の退団に係る退職報償金４

８７万０００円が主なものでございます。６節一般公演鑑賞料は、中央公民館におき

まして８月１６日の映画会、３月２１日のかみかわ寄席の入場料収入でございます。７

節給食事業収入は、原材料の主食、副食に係る給食費で、収入済み額は４７０万１

０８円でございます。収入未済額が１４０万４０３円でございます。８節起債償還受

入金は、神崎フードからの炊飯設備更新に係る償還負担金３７４万７２３円でござい

ます。９節の雑入でございますけれども、１００万円以上の主なものについて説明をさ

せていただきます。上から７行目でございますけども、かみかわ田舎暮らし推進協会か

ら田舎暮らし推進協力金が４６１万０００円、その下５行目、県後期高齢者医療広域
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連合からの各期別の調整金、福祉医療高額療養費給付調整金が２１１万０９０円でご

ざいます。その下６行目でございますけども、かみかわ田舎暮らし推進協会からかみか

わ田舎暮らし推進協会支援金返還金が４１３万８００円、またその下６行目でござい

ますけども、県後期高齢者医療広域連合からの後期高齢者医療広域連合健診補助金が１

５１万０００円でございます。それから、下から４行目でございますけども、全国自

治協会兵庫県災害共済支部から町有自動車損害保険受入金で、１１件で２７０万１５６

円でございます。

次に、４５ページ、４６ページをお願いいたします。上から３行目、地域交流センタ

ーにおける長期留学生の生活指導費、短期山村留学生の参加費など９１４万４００円

でございます。その下でございますけども、依頼者からのＣＡＴＶ引き込み工事負担金

が１７２万６４０円、その下１９行目でございますけども、文化庁からの補助で実行

委員会方式により実施しました事業で、神河町文化財活性化委員会より文化遺産を生か

した観光振興地域活性化事業の返済金が４６５万４５０円でございます。その下、自

治総合センターから長谷地区のイベント用ステージ、テント、音響機材等のコミュニテ

ィー助成事業助成金が２５０万円、その下９行目でございますけども、日本スポーツ振

興センターからグリーンエコー笠形グラウンドゴルフ場整備に係るスポーツ振興くじ助

成金が６５５万０００円でございます。

次の４７ページ、４８ページをお願いいたします。上から４行目でございますけども、

県鳥獣被害防止対策推進協議会から鹿捕獲専任班並びに猿出没対策の鳥獣被害防止緊急

捕獲等対策交付金が２６８万０００円などでございます。

次に、２１款町債は、収入済み額１５億７２８万０００円で、歳入総額の１ ２

％でございます。１目の臨時財政対策債は地方税収等の減収に係るものでございます。

２目の総務債は、合併特例債の合併造成基金事業債により、まちづくり基金を新規に積

み立ていたしました。３目の農林業債は広域基幹林道千ケ峰⋞三国岳線の開設事業債

５７０万円、林道整備事業債は水谷線の舗装工事分でございます。４目土木債は、１節

の道路橋梁債では、道路橋梁維持改良事業で実施しました町道市場⋞貝野線ほか、それ

から町単独町道改良事業で実施しました町道笠形線などの道路整備事業債８５０万円

でございます。また、繰越明許費で町道神崎⋞市川線の改良工事関係として、道路整備

事業債４１０万円でございます。２節住宅債は、新野地内の若者世帯向け地域優良賃

貸住宅の整備に係る地域優良賃貸住宅整備事業債が１億１２０万円でございます。５

目消防債は、猪篠分団のポンプ自動車購入、貝野分団の軽四積載車の購入、越知区２カ

所、それから宮野区１カ所における耐震性貯水槽の設置の３件に係る消防施設整備事業

債４６０万円でございます。消防救急デジタル無線設備に係る事業債が３５０万円、

また姫路市消防局における消防車両更新に係る消防車両整備負担金事業債が９４０万

円、繰越明許費で兵庫衛星通信ネットワーク設備更新事業債が８００万円でございます。

６目教育債は、寺前小学校大規模改造工事１期工事分、それから寺前小学校並びに長谷
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小学校の体育館の天井の耐震工事に係る小学校施設整備事業債が１億１５０万円、そ

して中学校体育館天井の耐震工事に係る中学校施設整備事業債が７００万円、越知谷

幼稚園園舎改築工事に係る幼稚園施設整備事業債が０９０万円でございます。

次に、４９ページ、５０ページをお願いいたします。７目災害復旧事業債は、１節の

農林水産施設災害復旧事業債は、繰越明許費で岩屋区の農地災害復旧に係る農業用施設

災害復旧事業債１０万円、林道水谷線などの災害復旧に係る林道施設災害復旧事業債５

９０万円でございます。２節の公共土木施設災害復旧事業債は、繰越明許費で岩屋区の

高坂川などの災害復旧工事に係る公共土木施設災害復旧事業債３２０万円でございま

す。次に、８目商工費は、繰越明許費でグリーンエコー笠形の親水公園整備に係る観光

施設整備事業債５１０万円でございます。

起債の現在高の状況につきましては、説明資料の５０ページに掲載をしておりますの

で、ごらんいただきたいと思います。

以上で歳入について説明を終わらせていただきます。

○議長（安部 重助君） 会計管理者、そしたら、ここで暫時休憩をいたします。再開を

１０時３０分といたします。

午前１０時１３分休憩

午前１０時３０分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

引き続き会計管理者の説明を受けます。

会計管理者。

○会計管理者兼会計課長兼町参事（谷口 勝則君） それでは、午前中に続きまして説明

をさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 今はまだ午前中や。

○会計管理者兼会計課長兼町参事（谷口 勝則君） ああ、そうや。済みません。歳入に

続きまして説明をさせていただきます。

それで、歳入の分で、申しわけありません、２カ所ほど訂正がございますので、説明

をさせていただきます。

まず、２３ページ、２４ページをごらんいただきたいと思います。国庫補助金の関係

で４目の消防費国庫補助金でございますけども、消防防災施設整備費補助金７６８万円

の分でございますけども、これを猪篠のポンプ自動車とそれから貝野分団の軽四積載車

と申し上げましたけども、耐震性貯水槽の設置の分でございます。越知区２カ所、それ

から宮野区１カ所の合計３カ所に係ります耐震性貯水槽の整備に係ります消防防災施設

整備費の補助金でございます。

それから、申しわけございません。もう１カ所なんですけども、２７ページ、２８ペ

ージをお願いいたします。１５款の県支出金でございますけども、２項の県補助金の１
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目総務費県補助金でございます。ふるさとづくり推進事業補助金３７４万０００円、

これを播磨風土記にまつわる物語の絵本化云々と申し上げましたけども、この分につき

ましてはケーブルテレビのハイビジョン化などに係る補助金でございます。ふるさとづ

くり推進事業補助金３７４万０００円の分につきましては、播磨風土記関係、日吉神

社関係じゃなくて、ケーブルテレビのハイビジョン化など、ほかに係る補助金でござい

ます。おわびして訂正をさせていただきます。

それでは、歳出につきまして御説明をさせていただきます。

５１ページ、５２ページからの歳出を説明させていただきます。説明につきましては、

特に先ほどの町長の提案説明で概要説明がございましたので、私のほうからはできるだ

け重複しないように詳細説明をさせていただきます。

１款議会費は、支出済み額１８５万００５円で、歳出総額の １％でございます。

説明資料は１６ページでございます。１項１目議会費は、議員報酬及び議会事務局職員

３名分の人件費から負担金、補助及び交付金まで、議事録の作成委託など議会活動に係

る経費を支出しております。

次に、２款総務費は、支出済み額１８億３０９万６７６円で、歳出総額の２ ７％

でございます。説明資料は１６ページから２１ページでございます。１項総務管理費は、

１６億８４５万９５１円です。

５３ページ、５４ページをお願いします。１項１目一般管理費では、特別職２名及び

一般職１６名分の人件費や区長会への行政協力謝金の報償費などでございます。

次に、５５ページ、５６ページをお願いいたします。５５ページ、５６ページでは、

町制記念事業として町勢要覧作成委託料、サーバーの保守点検などに伴います委託料や

庁内ＬＡＮ用サーバーなどの使用料、それから２５年度に引き続き職員用デスクトップ

パソコン５０台の更新の備品購入費、それから地方バス路線の維持確保のための補助金

など一般的な事務経費や、それから貸付金では１名の医師修学資金貸付金でございます。

次に、５７ページ、５８ページをお願いいたします。寄附金としまして、神戸大学寄

附講座寄附金でございます。２目文書管理費では、町広報の印刷製本費や文書管理業務

委託料、それから例規システムの使用料等が主なものでございます。３目会計管理費は、

会計課職員４名分の人件費と指定金融機関の取扱手数料が主なものでございます。

４目財産管理費では、５９ページ、６０ページに行きまして、本庁舎、支庁舎の維持

管理費で照明のＬＥＤ化、人感センサー、シーリングファンの設置、また、ふるさと広

場においてはドクターヘリの対応のために砂利部分の舗装工事をいたしました。

次に、６１ページ、６２ページでは、財政調整基金、神河ふるさとづくり応援基金、

公共施設維持管理基金、新たにまちづくり基金への積立金でございます。５目交通対策

費では、コミュニティーバス運行に係る委託料や負担金、補助金でございます。工事請

負費では、町道１０路線、県道３路線に係る交通安全施設整備が主なものでございます。

６目企画費では、職員５名分の人件費が主なものでございまして、６３ページ、６４ペ
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ージにおきましては、各区の取り組みに対するまちづくり活動補助金や長谷地区におけ

るイベント用ステージ、音響機材、テント等一式を１００％補助で整備しましたコミュ

ニティー助成事業助成金、それから竹内邸の外観改修と銀の馬車道まちづくり協議会へ

の活動を支援したかみかわ銀の馬車道まちづくり協議会補助金などが主なものでござい

ます。

次に、６５ページ、６６ページをお願いします。７目ＣＡＴＶ管理運営費では、職員

５名分の人件費と局舎や機械設備等の維持管理費、それから番組製作費、インターネッ

ト回線使用料やハイビジョン化のための自動番組送出装置、自主放送装置、文字放送シ

ステムの更新を行いましたＣＡＴＶハイビジョン化整備委託料等が主なものでございま

す。

次に、６７ページ、６８ページをお願いします。ケーブルテレビネットワーク維持基

金へ積み立てを行いました。８目諸費は、町税の過誤納還付金や過年度の国、県の補助

金の返還金が主なものでございます。９目総合推進費は、保健⋞医療⋞福祉総合政策へ

の取り組みに係る経費でございます。

次に、６９ページ、７０ページをお願いいたします。１０目消費者行政費は、消費者

行政事務に係るもので、神崎郡消費生活相談中核センターへの負担金が主なものでござ

います。

次に、２項徴税費は、８４６万７１６円で、１目税務総務費は、職員７名分の人

件費、それから土地評価総合計画や固定資産税の基礎図面、次の７１ページ、７２ペー

ジにかけても、標準地の鑑定評価業務、家屋評価事務取扱要領の作成委託料が主なもの

でございます。２目賦課徴収費は、賦課徴収に係る印刷製本費や徴収や相談の実務研修

のための徴収指導⋞相談業務委託料などでございます。

３項戸籍住民基本台帳費は、８４９万４２４円で、職員１名分の人件費などでござ

いまして、次の７３ページ、７４ページにかけましても戸籍住民基本台帳事務にかかわ

るものでございます。４項選挙費は、３５１万３９８円で、１目選挙管理委員会費

は職員１名分の人件費と選挙管理委員会開催に係る費用でございます。

２目町議会議員選挙費は、７５ページから７６ページにかけまして、４月２０日に執

行されました町議会議員選挙に係る経費でございます。

３目県議会議員選挙費は、７７ページから７８ページにかけまして、４月１２日に執

行されました県議会議員選挙に係る経費でございます。４目農業委員会委員選挙費は無

投票でございましたので、２０万５２３円の支出済み額となっております。

５目衆議院議員総選挙費は、７９ページから８０ページにかけまして、１２月１４日

に執行されました衆議院議員総選挙に係る経費でございます。

５項統計調査費は３４５万０４０円で、８３ページ、８４ページまで、各統計調査

に係る経費でございます。

６項監査委員費は７０万１４７円で、例月監査や決算審査に係る経費で、監査委員
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報酬などが主なものでございます。

次に、３款民生費は、支出済み額１２億２４７万７４１円で、歳出総額の１ ７

％でございます。説明資料は２１ページから２６ページでございます。

１項社会福祉費は、８億１７８万０２４円で、１目社会福祉総務費は、職員３名

分の人件費と、次、８５ページ、８６ページをお願いします。民生児童委員さんの費用

弁償や負担金⋞補助金関係では、消費税率改定に伴います低所得者への影響対策の臨時

福祉給付金給付事務補助金、それから防犯協会関係への負担金、補助及び交付金への負

担金、補助金でございます。

町社会福祉協議会への補助金は、次、８７ページ、８８ページをお願いいたします。

社会福祉協議会への補助金でございます。繰出金では、国民健康保険事業特別会計、介

護保険事業特別会計への繰り出しが主なものでございます。２目老人福祉費では、委託

料におきましてミニデイサービス運営や高齢者生活支援ハウスに対する委託料、負担金

⋞補助金関係では老人クラブに対する活動助成、それからシルバー人材センター関係へ

の負担金でございます。扶助費では、要援護者タクシー運賃助成費や白寿祝い金などが

主なものでございます。

次に、８９ページ、９０ページをお願いいたします。３目心身障害者福祉費では、郡

障害者介護認定審査会の委員報酬やこれに関係する主治医意見書等の費用でございまし

て、委託料では、第４期障害福祉計画策定委託料や相談業務に対する支援委託料でござ

います。負担金⋞補助金関係では、香翠寮やいちかわ園、またゆめさき分園を運営する

中播福祉会への負担金関係、また扶助費では、９１ページ、９２ページにかけて障害者

介護給付費などの給付関係でございます。４目医療扶助費は、郡医師会等への福祉医療

に対する協力金や福祉医療の審査に伴う委託料、そして扶助費は各福祉医療の医療費の

支払いでございます。特に、子育て支援対策としての乳幼児等医療費扶助費は９３４

万２５０円でございます。

次に、９３ページ、９４ページをお願いいたします。５目国民年金事務費は、国民年

金事務費に伴います職員１名分の人件費と事務費でございます。６目民主化推進費は、

人権活動事業に対する補助金や土地改良事業の公庫償還補助金が主なものでございます。

７目後期高齢者医療費は、９５ページ、９６ページをごらんください。負担金関係で

は、後期高齢者広域連合への医療費の負担金として療養給付費負担金、そして後期高齢

者医療事業特別会計への繰出金が主なものでございます。

次に、２項児童福祉費は３億０６８万７１７円で、１目児童福祉総務費は、子ど

も⋞子育て会議の委員報酬や、これに伴います子ども⋞子育て会議支援策定委託料、そ

れから繰越明許費で幼稚園保育料算定に係る子ども⋞子育て支援システム構築委託料、

また児童虐待防止の命の教室のための賃金、縁結び事業で婚活さくらんぼの会支援のた

めの委託料関係の費用、そして子供会や婦人共励会関係への負担金、補助金と、消費税

率改定に伴います子育て世代への影響緩和策としての子育て世帯臨時特例給付金給付事
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業補助金でございます。

次に、９７ページ、９８ページをお願いいたします。扶助費として、こどもを健やか

に生み育てる支援金の支出でございます。２目児童措置費は、児童手当関係の支出でご

ざいます。３目保育所費は、神崎保育園、寺前保育所や町外で預かっていただいてます

保育所の運営委託料と延長保育などに対する経費の補助が主なものでございます。

３項災害救助費は、支出はございません。

次に、４款衛生費は、支出済み額１６億６０５万２８１円で、歳出総額の１ ９

％でございます。説明資料は２６ページから２９ページでございます。

１項保健衛生費は、７億１３１万１８７円で、１目保健衛生総務費は、職員８名

分の人件費と、次に９９ページ、１００ページをお願いいたします。職員、嘱託⋞臨時

職員の賃金でございます。補助金関係、出資金関係では、公立神崎総合病院への補助金

と出資金、それから水道事業会計への補助金、そして介護療育支援事業特別会計への繰

出金でございます。

２目健康づくり対策費は、次の１０１ページ、１０２ページにかけて、予防接種事業

の定期接種、任意接種、臨時接種に係る医師等の賃金や委託料、そして医薬材料費でご

ざいます。また、各種がん検診の検診事業、特定基本健診や健康教室、健康教育に関す

るものが主なものでございます。１０２ページの一番上でございますけども、医師等謝

礼１６万８５０円は、自殺対策強化事業として、ひきこもり家族の会、陽だまりの会

の開催やゲートキーパー養成のための講師謝金関係でございます。

３目母子衛生費は、１０３ページ、１０４ページにかけてお願いします。母子保健事

業に係る乳幼児相談や虫歯予防教室の開催に係る医師、看護師等の賃金や心理相談業務

に係る報償費、また１歳半、３歳児健診の委託料、妊婦健診に係る助成金が主なもので

ございます。４目保健衛生施設管理費は、大河内保健福祉センターの維持管理に要する

費用でございます。

５目診療諸費は、１０５ページ、１０６ページにかけまして、町立の上小田診療所、

川上診療所の運営に係る開業医師への委託料や管理経費、そして郡の医師会への在宅当

番医制への協力金関係でございます。

２項環境衛生費は、３８３万６４６円でございます。１目環境衛生費は、職員６名

分の人件費関係と猫の引き取り、狂犬病予防法に基づく予防注射事務や畜犬登録事務に

要する費用でございます。負担金では、中播北部行政事務組合の火葬場分の負担金が主

なものでございます。２目公害対策費は、町内の河川水の水質調査委託料でございます。

次に、１０７ページ、１０８ページをお願いいたします。３項清掃費は、８億０９

１万４４８円でございます。１目ごみ処理費は、委託料では廃棄物処理業務、不法投棄

物の処理業務、環境対策除草業務の実施や、負担金、補助金では中播北部行政事務組合

へクリーンセンター分の負担金、また越知谷地区１１６戸における生ごみ減量化モデル

地区設定に対する生ごみ減量化モデル地区補助金が主なものでございます。２目し尿処
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理費は、合併浄化槽に係る修繕費や管理委託料、負担金、補助金では中播衛生事務組合

への負担金、それから合併浄化槽の設置補助金が３基分や下水道事業会計への補助金が

主なものでございます。

次に、１０９ページ、１１０ページをお願いいたします。５款農林水産業費は、支出

済み額３億９７８万４１６円で、歳出総額の ６％でございます。説明資料は３０

ページから３３ページでございます。

１項農業費は、２億８０６万８５６円でございます。１目農業委員会費は、農業

委員の報酬と職員１名分の人件費、それから農家台帳システムのシステム改修費並びに

管理委託料と、それから農地法に基づく事務の手続経費でございます。

次に、農業総務費でございますけども、１１１ページ、１１２ページにかけまして、

職員５名分の人件費や嘱託臨時職員の賃金関係と中播農業共済事務組合の負担金関係が

主なものでございます。

３目農業振興費は、１１３ページ、１１４ページにかけまして、農会長、営農組合長

への農政事務協力謝金、また委託料で、シカ捕獲専任班支援事業に係る委託料、負担金

⋞補助金関係では、中山間地域直接支払い交付金、農地⋞水環境保全推進協議会への活

動支援事業負担金、有害鳥獣防止対策協議会への補助金、地域農業再生協議会への補助

金、経営転換、耕作者集積協力金、また青年就農交付金、そして米粉の学校給食のパン

利用など、有害鳥獣対策や農業環境保全、農業振興、特産品振興、６次産業化への推進

に向けて取り組みを行ってまいりました。

４目農地費は、１１５ページ、１１６ページにかけまして、区要望によります町単独

土地改良関係の１６集落２１件の事業に要する費用が主なものでございます。５目農業

施設管理費は、水車公園の指定管理料やフードセンターの荷受ヤード改修工事が主なも

のでございます。６目地籍調査費は、職員１１名分の人件費と、次に１１７ページ、１

１８ページをお願いいたします。地籍調査事業に係る測量等の委託料や車両の購入費、

地籍情報管理システム等のリース料が主なものでございます。７目山村振興対策事業費

は、協議会への負担金でございます。

２項林業費は、４６６万９３６円でございます。１目林業総務費は、職員１名分

の人件費と、次に１１９ページ、１２０ページをお願いいたします。県治山林道協会や

広域基幹林道千ケ峰⋞三国岳線の工事費負担金１割分でございます。２目林業振興費は、

桜華園の保育管理委託料や木工芸センターピノキオ館の指定管理料、それから本村区内

におけるナラ枯れ防除に係る委託料でございます。工事請負費では、林道補修工事で７

路線、それから県単独補助治山事業で福本区内の集会所裏山防災工事、林道改良工事で

は、林道水谷線の舗装工事でございます。またピノキオ館の実習室の空調設備の工事も

行いました。次に、補助金関係ですが、森林経営計画の作成の前段階として境界確定な

どの作業を森林組合へ森林整備地域活動支援交付金として実施しました。

次に、１２１ページ、１２２ページをお願いいたします。間伐促進のため、環境対策
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育林事業補助金、緊急防災林整備事業補助金、それから住民参加型森林整備事業補助金、

それから森林整備事業補助金を県民緑税活用事業、それから町単独間伐補助事業、森林

管理１００％推進事業により実施したものが主なものでございます。

３項水産業費は、７０６万６２４円でございます。内水面漁業の振興のため、一般財

源分も含めて寺前漁協、長谷漁協、越知川漁協への補助金が主なものでございます。

次に、６款商工費は、支出済み額２億１５０万４１７円で、歳出総額の ０％で

ございます。説明資料は３３ページから３５ページでございます。

１項商工費、１目商工振興費は、職員３名分の人件費と委託料で、ヨーデルの森への

委託で雇用機会をつくる国の事業により３名雇用しました起業支援型雇用創造事業、そ

れから観光協会に委託して施設間連携やイベントの実施のため１名雇用しました地域人

づくり事業、補助金関係では商工会補助金、次に、１２３ページ、１２４ページをお願

いします。商業振興事業補助金としてハートフル商品券に対する補助と商業活性化イベ

ント支援補助でございます。２目観光振興費は、職員２名分の人件費と嘱託臨時職員の

賃金、観光施設関係の修繕費、委託料では、１２５ページ、１２６ページにかけまして、

桜花園の保育管理委託、わくわく公園、観光交流センター、農村環境改善センター、グ

リーンエコー笠形体育館の指定管理料でございます。また、かみかわ夏まつりの委託料、

それからカーミンの着ぐるみ作製のゆるキャラブランド化事業委託でございます。それ

と福本藩池田家陣屋跡庭園改修の委託、観光施設保全活用整備計画策定業務委託などで

ございます。また、工事請負費では、ヨーデルの森のトイレ改修、空調工事、グリーン

エコー笠形のグラウンドゴルフ場整備、浄化槽改修、電気設備改修工事、そして２５年

度の繰越明許費で親水公園整備工事などが主なものでございます。備品購入費につきま

しては、ヨーデルの森におきまして厨房機器の購入でございます。補助金関係では、観

光協会補助金や観光協会への地域戦略分、観光施設等連携プロジェクト事業分、それか

らＪＲ寺前駅前活性化事業分、カーミン関連グッズ開発に係る補助金などが主なもので

ございます。

次に、１２７ページ、１２８ページをお願いします。３目大河内高原整備費は、施設

の修繕費や委託料として峰山高原附帯施設等の管理委託料、砥峰高原自然交流館の管理

運営費や保守管理委託料が主なものでございます。使用料におきましては、自動車借り

上げ料で保冷車の借り上げと神姫グリーンバスに砥峰高原直通バスの運行に係る使用料

でございます。工事請負費では、砥峰高原駐車場の擬木、排水路工事が主なものでござ

います。補償、補填及び賠償金は、町道峰山線における日影、カーブでの視距改良に係

る立木伐採補償費でございます。

７款土木費は、支出済み額５億６８８万９９２円で、歳出総額の ６％でございま

す。説明資料は３５ページから３８ページでございます。

１２９ページ、１３０ページをお願いいたします。１項土木管理費は、１億１２０万

２８２円でございます。１目土木総務費は、職員１０名分の人件費と嘱託臨時職員の
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賃金、委託料におきましては道路台帳の修正委託、公共土木積算システムの保守委託料

が主なものでございます。

次に、１３１ページ、１３２ページをお願いします。２項道路橋梁費は、２億５０万

９６８円でございます。１目道路橋梁維持費は、工事請負費で、道路橋梁補修工事請

負費で区要望を中心に町道市場⋞貝野線待避所整備工事や町道寺野⋞野村線維持修繕工

事など３０件でございます。電源立地地域対策事業工事請負費は、町道南小田幹線舗装

工事など３件が主なものでございます。２目道路橋梁新設改良費は、委託料で町道粟賀

⋞柏尾⋞貝野線の基準点測量など２件、繰越明許費では町道福山線物件調査業務など４

件、また繰越明許費も含め橋長２メートル以上の橋梁２６２橋の橋梁点検業務と１５メ

ートル未満の橋梁の橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託と橋梁１橋の保守設計業務委託

でございます。工事請負費におきましては、町道新設改良工事において繰越明許費で町

道神崎⋞市川線改良工事、町道改良工事では区要望を中心に町道勝山線舗装工事、町道

依成岸野改良良工事など８件でございます。

次の１３３ページ、１３４ページをお願いいたします。補償、補填及び賠償金では、

町道神崎⋞市川線における物件補償費でございまして、一部平成２７年３月末までに移

転完了しないものにつきましては２７年度へ繰越明許といたしました。以上が主なもの

でございます。

３項河川費は、２２８万６３５円でございます。１目河川費は、委託料で防災気

象情報提供委託料が主なものでございまして、工事請負費は区要望も含め、作畑、石風

呂地区谷川改修工事など６件でございます。

４項都市計画費は、３万６３１円でございます。

５項住宅費は、２億２８５万４７６円で、１目住宅管理費は、町営住宅の福本団

地、柏尾団地、比延団地の維持管理や退去に伴う修繕費で、次の１３５ページ、１３６

ページをお願いいたします。負担金、補助及び交付金では、若者世帯向け家賃補助４１

件分でございます。以上が主なものでございます。２目住宅建設費は、委託料で若者世

帯向け地域優良賃貸住宅新野団地の建設に係る施工管理委託、カクレ畑水道設備の管理

委託料、工事請負費では新野団地の建設工事費でございます。補助金関係では、空き家

利活用再生事業で柏尾区内において１件、交流施設柏尾の再生利活用、また、かみかわ

田舎暮らし推進協会へ空き家再生講習会事業補助金並びに田舎暮らし推進事業支援金な

どが主なものでございます。

次に、８款消防費は、支出済み額２億４７１万７７９円でございまして、歳出総額

の ４％でございます。説明資料は３８ページから３９ページでございます。

１目常備消防費は、１３７ページ、１３８ページをお願いいたします。姫路市消防局

への事務委託料と負担金では、消防救急デジタル無線整備負担金と消防車両更新負担金

が主なものでございます。２目非常備消防費は、団員報酬や団員訓練手当、また消防団

員退職報償金などの支払いでございまして、負担金におきましては消防団員福祉共済制
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度掛金、消防団員等公務災害補償掛金、退職報償金掛金などが主なものでございます。

次に、１３９ページ、１４０ページをお願いいたします。３目消防施設費は、各分団

の車両等の維持管理費でございまして、工事請負費は福本分団消防器具庫の改築工事な

ど２件でございます。耐震性貯水槽の新設としまして、宮野区、越知区で３件でござい

ます。備品購入費では、猪篠分団の消防ポンプ車、貝野分団の軽四積載車の更新が主な

ものでございます。

４目災害対策費は、災害対応に係る管理経費で、次の１４１ページ、１４２ページに

かけまして、負担金⋞補助金関係で、各協議会への負担金と自主防災組織への補助金、

繰越明許費で兵庫衛星通信ネットワーク設備更新負担金が主なものでございます。

次に、９款教育費は、支出総額１０億７８０万３２８円で、歳出総額の１ ６％

でございます。説明資料は３９ページから４７ページにかけてでございます。

１項教育総務費は２４４万２４３円で、１目教育委員会費は、教育委員の委員報

酬と教育委員会の開催に係る経費でございます。２目事務局費は、教育長と職員５名分

の人件費、次に１４３ページ、１４４ページをお願いいたします。事務局の学校教育指

導員や適応指導教室の指導員など臨時嘱託職員の賃金、また、その他教育事務に係る事

務局経費でございます。

２項小学校費は３億１７５万８８３円で、１目小学校管理費は、次の１４５ペー

ジ、１４６ページをお願いいたします。小学校４校に係る費用で、校医報酬と２名の用

務員に係る人件費と、それから２名の用務員、教育支援員などの臨時嘱託職員の賃金、

そして光熱水費等、小学校管理に必要な経費でございます。

次に、１４７ページ、１４８ページをお願いします。同じく引き続いて小学校管理や

運営に必要な経費でございますが、委託料で通学バスの委託料や県民芸術劇場学校公演

に係る委託料、また長谷小学校体育館天井耐震工事に係る施工管理委託料でございます。

使用料では教師用パソコンのリース料、工事請負費では寺前小学校体育館のカーテンの

取りかえ、越知谷小学校の電話設備並びに幼稚園への渡り廊下の工事、また長谷小学校

体育館天井の耐震工事関係でございます。備品購入費では、一般用または教材用の備品

を購入いたしました。

２目小学校教育振興費は、次の１４９ページ、１５０ページにかけてでございますけ

ども、小学校５年生の南但馬自然学校での自然学校の実施に係る経費、それから小学校

３年生の環境体験活動に要する委託料、それからＧＡＴＥなど英語教育などの推進に係

る報償費でございます。扶助費では、要保護⋞準要保護世帯や特別支援学級の児童で経

済的支援を必要とする児童に対する学用品費の就学援助費の支出が主なものでございま

す。３目小学校建設費は、第１期寺前小学校大規模改造工事に係る施工管理委託料と工

事請負費でございます。

３項中学校費は０００万８６８円で、１目中学校管理費は、中学校運営に係る経

費で、校医報酬と１名の用務員に係る人件費と、それから教育支援員など臨時嘱託職員
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の賃金関係、光熱水費等中学校管理に必要な経費でございます。

次に、１５１ページ、１５２ページをお願いいたします。前ページに引き続いての内

容でございますけども、委託料では、通学バスの委託料、体育館天井の耐震工事に係る

施工管理委託料でございます。使用料関係では、教師用のパソコンのリース料、各種公

式大会への参加の自動車の借り上げ料、バスの借り上げ料でございます。工事請負費で

は体育館天井の耐震工事でございます。備品購入費では、教材備品の購入が主なもので

ございます。

次に、１５３ページ、１５４ページをお願いいたします。２目中学校教育推進費は、

外国語指導助手ＡＬＴ配置に係る賃金と、ＡＬＴが小学校へ巡回するための旅費などＡ

ＬＴの配置に係る経費と、中学校２年生のトライやる⋞ウイーク実施に係る委託料でご

ざいます。扶助費では、要保護⋞準要保護世帯や特別支援学級の生徒で経済的支援を必

要とする生徒に対する学用品費等の就学援助費の支出でございます。

４項幼稚園費は、１億０７４万７５３円でございます。１目幼稚園費は、園医報

酬、幼稚園教諭１３名の人件費でございます。

次に、１５５ページ、１５６ページをお願いします。臨時嘱託職員の賃金としまして、

産休⋞育休代替の臨時教員や支援を必要とする園児への支援員、補助員などの賃金、そ

れから光熱水費等園の維持管理に必要な経費でございます。委託料では通園バスの委託

料と越知谷幼稚園園舎改築に係る施工管理費などでございます。

次に、１５７ページ、１５８ページをお願いいたします。使用料では、教師用パソコ

ンリース料、それから工事請負費では越知谷幼稚園園舎改築に係る工事請負費などが主

なものでございます。

５項社会教育費は、１億８９０万３５２円で、１目社会教育総務費は、社会教育

委員や文化財保護審議委員の報酬でございまして、職員２名分の人件費、そして派遣社

会教育主事の差額人件費、そして社会教育指導員や文化財学芸員、学童保育クラブ職員、

通学合宿に係る臨時職員、臨時雇用者の賃金でございます。

報償費では、１５９ページ、１６０ページにかけまして、人権学習支援事業に係る指

導者謝金、放課後子ども教室実施に係るボランティア謝金、文化財保存事業も含め、こ

れらの事業の実施に係る旅費、需用費、役務費、使用料関係でございます。委託料では、

ふるさとづくり推進事業により、播磨風土記にまつわる物語を活用した絵本の作成や日

吉神社、福本遺跡の解説案内板の作製委託、また福本遺跡整備基本計画の策定委託でご

ざいます。

負担金⋞補助金関係では、１６１ページ、１６２ページにかけまして、郡青少年補導

センター負担金、家庭教育学級補助金、町人権文化推進協議会への補助金、実行委員会

方式の文化財活性化委員会による歴史資料の総合調査を実施しました文化遺産を生かし

た地域活性化事業活動支援金などが主なものでございます。２目公民館費は、職員２名

分の人件費と館長を初め神崎公民館も含めまして配置の臨時⋞嘱託職員の賃金でござい
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ます。報償費は、高齢者大学や公民館教室の開催に係ります講師等の謝金でございます。

中央公民館、神崎公民館の維持管理に係る需用費、役務費でございまして、次の１６３

ページ、１６４ページをお願いいたします。委託料、使用料につきましても同様でござ

います。備品購入費では図書室運営事業として図書の購入、補助金関係では町文化協会

への補助金が主なものでございます。３目社会教育施設運営費は、地域交流センター配

置の職員１名分の人件費と、児童センターきらきら館、子育て学習センターおひさま、

そして地域交流センターに配置の嘱託⋞臨時職員、また臨時雇い入れの賃金でございま

す。

次に、１６５ページ、１６６ページをお願いいたします。報償費、旅費、需用費、役

務費、委託料、使用料、原材料費、備品購入費は、これらの施設の運営維持管理に係る

経費でございまして、特に需用費の賄い材料費は地域交流センターの食材費、役務費の

乗車券は地域交流センターにおける短期山村留学生の自宅からの往復のＪＲの乗車券、

委託料では山村留学の農家さんに預かっていただいております長期、短期の留学の農家

宿泊委託料、そして財団法人育てる会への長期山村留学業務委託料でございます。使用

料の寝具リース料は、地域交流センターの使用分でございます。

次に、１６７ページ、１６８ページをお願いいたします。備品購入費で、保健医療機

器購入費は、きらきら館でのＡＥＤの設置でございます。

６項保健体育費は、２億３９４万２２９円でございまして、１目保健体育総務費

は、スポーツ推進員の報酬、スポーツ教室、スポーツ大会の実施に要する経費で、委託

料は神河マラソン大会、親子バレーボール大会、ロープジャンプＸ大会、それから体育

協会に加盟されております各種種目協会が実施していただいております町民大会１５種

目と、それからふるさと納税を利用して神崎小学校でヴィッセル神戸のサッカーコーチ

によりますサッカー教室の開催でございます。備品購入費におきましても、同じくふる

さと納税を利用して神崎小学校へサーカーゴールの体育用具を購入でございます。補助

金関係では、町体育協会や青少年健全育成スポーツ団体、チャレンジデー実行委員会へ

の補助が主なものでございます。

２目体育施設管理費は、１６９ページ、１７０ページにかけまして、はにおか運動公

園、町民体育館、町民温水プール、神崎体育センター、すぱーく神崎、町民グラウンド、

松ケ瀬グラウンドの維持管理に要する賃金、維持管理経費でございます。３目学校給食

費は、学校給食運営協議会の委員報酬、事務職、調理員、正職員４名分の人件費でござ

いまして、次に、１７１ページ、１７２ページをお願いいたします。同じく臨時嘱託の

調理員、運転員の賃金、それから旅費、需用費、役務費、委託料など給食センターの運

営や管理に係る経費でございます。

１７３ページと１７４ページをお願いいたします。使用料は大型調理器のリース料で

ございまして、工事請負費は、保健所の指導によりトイレを和式から洋式に改修したも

のでございます。原材料費は、主食、副食、乳製品関係の購入費で、備品購入費は、平

－１３４－



皿、深皿などの定期更新でございます。扶助費におきましては、要保護⋞準要保護世帯

の児童⋞生徒や特別支援学級在籍の児童⋞生徒で経済的な支援を必要とする児童⋞生徒

に対して学校給食費を支援するものでございます。以上が主なものでございます。

次に、１０款公債費は、支出済み額１１億１９３万９５８円で、歳出総額の１

１％でございます。説明資料は４７ページでございます。

１項公債費、１目元金は、一般分、長期債元金償還金が主なものでございます。２目

利子は一般分、長期債利子償還金が主なものでございます。

次に、１７５ページ、１７６ページをお願いいたします。３目公債諸費は三井住友銀

行への償還手数料でございます。なお、説明資料の５０ページに地方債の現在高の状況

を載せておりますので、またごらんください。

次に、１１款諸支出金の支出はございません。

１２款予備費につきましては、省略をさせていただきます。

１３款災害復旧費は支出済み額１億０４５万１４０円で、歳出総額の ５％でご

ざいます。説明資料は４７ページから４８ページでございます。

１項農林水産業施設災害復旧費は８３７万６６０円で、１目農業用施設災害復旧

費は工事請負費でいずれも繰越明許費で岩屋地内のモミジ河原、檜山の農地災害復旧工

事２件、農業施設災害復旧工事２件でございます。２目林業施設災害復旧費は工事請負

費でいずれも繰越明許費で林道越知ケ峰線など補助対象分４路線の林道施設災害復旧工

事請負費と町単独分の越知ケ峰線など４路線の災害復旧工事請負費でございます。

２項公共土木施設災害復旧費は１億２０８万４８０円で、１目公共土木施設災害

復旧費は、１７７ページ、１７８ページにかけまして、工事請負費でいずれも繰越明許

費で深ダワ川など補助対象分４件の公共土木災害復旧工事費とそれから町単独分の町道

高坂線など１５件の災害復旧工事に係るものでございます。

以上で歳出につきまして終わらさせていただきます。

次に、１７９ページをお願いいたします。一般会計決算実質収支に関する調書でござ

います。歳入総額８９億２１６万０００円、歳出総額８７億６５５万０００円、

歳入歳出差し引き額１億５６１万円となっております。そのうち翌年度へ繰り越すべ

き財源は７４５万０００円でございまして、実質収支額は１億８１５万０００

円という状況でございます。

次に、１８０ページ、１８１ページをお願いいたします。財産に関する調書でござい

ます。まず、公有財産のうち土地及び建物の中で行政財産の土地でございますが、その

他施設の４０ ６０平方メートルの減は、寺前１４０番３の土地で旧寺前郵便局跡地を

平成２７年１月１３日に売り払ったことによります減でございます。次に、普通財産の

土地でございますが、宅地の４７ ２２平方メートルの減は、寺前１６番１の土地で

旧小西住宅跡地を平成２６年４月１４日に売り払ったことによる減でございます。

次に、行政財産の建物でございますが、木造でその他施設の２０ ００平方メートル
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の減は、土地のところで寺前１４０番の３ですが、旧寺前郵便局局舎跡地の建物を土地

とあわせて売り払ったことによります減でございます。次に、同じく行政財産の建物で

非木造で学校、幼稚園６ ０３平方メートルの減は、越知谷幼稚園舎の改築に伴いまし

て旧園舎の取り壊しで２２７平方メートルの減、それから新園舎の建築で１２６平方メ

ートルの増で、差し引き１０１平方メートルの減となります。また、もう１件、寺前小

学校大規模改造工事にあわせまして体育館へ寺前学童保育クラブを移設したことに伴い

まして、玄関の新設を行いまして３ ９７平方メートルの増でございまして、この２点

を差し引きしますと６ ０３平方メートルの減ということになります。

以上の結果が調書の土地、建物の決算年度中の増減高として記載しているとおり、合

計で土地につきましては８８ ８２平方メートルの減、建物につきましては木造が２

０ ００平方メートルの減、非木造が６ ０３平方メートルの減で、建物は合計２６

０３平方メートルの減でございます。

次に、１８２ページ、１８３ページをお願いいたします。１８２ページの上側、有価

証券については決算年度中の増減はございませんでした。次に、その下、出資による権

利につきましても決算年度中の増減はございません。次に、その下、公営企業会計への

出資につきましては、神崎総合病院へ新規に１億円を行っております。

次に、１８３ページですが、上の表、債権ですが、住宅関係の改修、建築、新築、宅

地取得資金の貸付金につきましては、元利返済により１４０万円の減でございます。生

業資金の貸付金については増減はございません。医師修学資金につきましては、２４０

万円の貸し付け増となりました。差し引き合計、債権としては２６年度中の増減は１０

０万円の増でございます。

次に、基金でございますが、それぞれの目的により取り崩し、積み立てを行っており

ます。財政調整基金は２億５３７万０００円の積み立てで１８億４５４万００

０円、また新たにまちづくり基金を３９９万円積み立てております。基金全体では８

億１５９万０００円積み立て、また４０７万０００円を取り崩しております。差

し引き８億７５２万円の増で、合計、平成２６年度末残高は２７億３６０万００

０円となっております。なお、説明資料の４９ページに基金の状況を載せてありますの

で、またごらんになっていただきたいと思います。

次に、次のページ、１８４ページをお願いいたします。財産に関する調書の物品の状

況でございますが、それぞれの区分ごとで差し引き増減した結果でございます。普通自

動車におきましては４台減、それから軽四自動車につきましては１台増、特殊自動車、

除雪車でございますけども、１台減となりました。以上、２６年度中におきまして差し

引き増減４台の減となりまして、平成２６年度末現在の車両の保有台数は１００台でご

ざいます。

以上で歳入歳出決算書の説明を終わらせていただきます。

○議長（安部 重助君） どうも御苦労さまでした。
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以上で第１０４号議案の提案説明が終わりました。

次に、第１０５号議案、平成２６年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算

認定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０５号議案、平成２６年度神河町介護療育支援事業特別会

計歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

神河町介護療育支援事業は、神崎郡３町と姫路市が共同で運営しておりまして、障害

を持つ子供の療育や家族への直接的支援はもとより、学校や各町保健担当、健康福祉事

務所との連携を通して障害を持つ子供たちを支えております。今年度の小児療育延利用

児数は、就学前児８０８人、就学児９４４人、合計７５２人。収入済み額５９９

万２７５円、支出済み額５１６万６２７円、歳入歳出差し引き残額は０８２万

６４８円であります。以上が決算の概要でございます。

なお、詳細について病院総務課長から説明しますので、よろしく御審議をお願いいた

します。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。それでは、詳細

説明をさせていただきます。事項別明細書で説明をさせていただきますので、５ページ、

６ページをお願いいたします。

１款分担金及び負担金につきましては、市川町、福崎町、姫路市からの運営費の負担

金８６５万０００円でございます。

２款繰入金の１目一般会計繰入金は、神河町の運営負担金で０２１万０００円、

２目老人訪問看護事業特別会計繰入金１００万円は、ケアステーションの事務所を訪問

看護ステーションが利用していることから、訪問看護事業会計から事務所の賃貸料とし

ましての負担金でございます。

次に、４款諸収入、１項事業収入でございますが、１目障害児通園事業収入で１４

１万７７６円、２目障害児相談支援事業収入２７０万８２０円でございます。次に、

２項受託事業収入４４万４７２円は、スタッフを各町の介護予防教室等へ講師派遣を

している事業収入でございます。３項の利用者負担金は、１割の個人負担分でございま

す。雑入では、町有自動車の自損事故の保険料の受け入れなどでございます。

次に、７ページ、８ページの歳出をお願いいたします。１款業務費８７８万２２

３円でございます。これにつきましては、人件費が主なものでございます。給料及び職

員手当は作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、ケースワーカーの４名分でございます。

共済費はその４名の共済費と嘱託及び臨時職員の社会保険料等でございます。７節賃金
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につきましては、嘱託及び臨時職員の保育士各１名と嘱託事務員１名、運転員３名分で

７５０万８９２円でございます。８節報償費は研修会の講師謝金で８万円、１１節需

用費では光熱水費が多く、全体では３４０万７８５円、１２節役務費は通話料などで

５０万０８６円、次に、８ページから１０ページにわたりますが、委託料で清掃維持

管理を初めとした委託料で１４８万４０８円と多くを占めております。１０ページ、

１８節の備品購入費は、訓練用マットの購入などで５０万８３６円、３款諸収入の一

般会計繰出金６３８万４０４円は、建設償還金の負担金でございます。

続きまして、１１ページ、１２ページにつきましては、実質収支に関する調書と財産

等に関する調書をつけておりますので、御参照いただきたいと思います。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１０５号議案の提案説明が終わりました。

次に、第１０６号議案、平成２６年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０６号議案、平成２６年度神河町国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

それでは、決算の概要を御説明申し上げます。

歳入では、国民健康保険税が２億１７１万円、国庫支出金が２億９１６万００

０円、療養給付費交付金が１２４万０００円、前期高齢者交付金が３億９５５万

円、県支出金が４７０万０００円、共同事業交付金が１億２９３万０００円、

一般会計からの繰入金７６３万０００円、繰越金４２５万０００円などで、歳

入合計は１３億２９９万０００円となっております。

歳出では、総務費が１２０万円、保険給付費が８億７８０万円、後期高齢者支援

金等が１億４４６万０００円、介護給付金が６３０万０００円、共同事業拠出

金が１億９２３万０００円などで、歳出合計は１２億０４３万０００円となっ

ており、歳入歳出差し引き額２５５万０００円となり、実質収支額も同様となって

おります。以上が概要でございます。

住民生活課長が詳細説明を行いますので、よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（吉岡 嘉宏君） 住民生活課、吉岡でございます。それでは、詳細につ

きまして説明させていただきます。決算書の１ページをごらんください。

歳入の部につきまして、まず、構成比の高い事項を歳入に占める割合と内容を説明し

ます。１款国民健康保険税は、歳入総額の約２０％を占め、被保険者が納めていただく
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ものでありまして、構成比は医療給付費分が約６７％、後期高齢者支援分が約２４％、

介護分が約８％となっています。

３款及び６款の国及び県支出金は、国県合算で歳入の約２３％を占め、一般被保険者

に対する措置でありまして、内訳は事項別明細書５ページ以降に記載がありますが、療

養給付費等負担金は保険者負担額の３２％が交付され、高額医療費共同事業負担金は、

国県おのおの歳出の共同事業拠出金の４分の１が交付され、特定健診等負担金は、４０

歳以上７５歳未満の特定健診保健指導事業費の国県おのおの３分の１が交付をされます。

財政調整交付金の普通調整交付金は、財政力が一定水準以下の市町村にその程度に応じ

て交付をされます。

４款の療養給付費交付金は、国庫負担金の対象外である退職者分の医療に対し、医療

費等経費から退職者分の保険税を控除した額が社会保険支払い基金より交付されます。

５款前期後期高齢者交付金は、約２７％を占めます。これは６５歳以上７５歳未満の加

入率と医療費により算出されます。この交付金の額は当該年度の概算額から前々年度の

概算額と確定額の差額を差し引く方式なっております。

７款共同事業交付金は、歳入総額の約１２％を占め、高額医療分では８０万円以上の

高額医療費に対し、歳出の共同事業拠出金の２分の１相当が交付され、保険財政共同安

定化分では３０万以上８０万未満の医療費に対し、歳出の同拠出金と同額が交付をされ

ます。

それでは、事項別明細書の５ページから収入済み額を中心に主な項目を説明いたしま

す。

１款国民健康保険税の総額は２億１７０万８６２円で、収入未済額が８８９万

１２５円であります。収入額の内訳は、１目一般被保険者分２億０４４万４１２

円で、うち現年分２億８７３万７７２円、滞納分１７０万６４０円で、税の３

区分につきましては備考のとおりでございます。２目退職被保険者分は１２６万４

５０円で、うち現年分０２８万６００円、滞納分９８万８５０円で、税の３区分

につきましては備考のとおりでございます。

２款使用料及び手数料は８万５００円で、保険税督促手数料です。

３款国庫支出金の総額は２億９１６万３３２円です。内訳は、１項国庫負担金２

億２３９万３３２円のうち、１目療養給付費等負担金が２億３４２万５１０円、

７ページに行きます。７ページ、２目高額医療費共同事業負担金７４０万８２２円、

３目特定健診等負担金１５６万０００円、２項国庫補助金、１目財政調整交付金が同

額の６７６万０００円です。

４款療養給付費交付金は１２４万０００円で現年分のみです。

５款前期高齢者交付金は３億９５５万７３６円です。

６款県支出金の総額は４７０万８２２円です。

９ページに入ります。内訳は１項県負担金７４０万８２２円のうち、１目高額医療
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費共同事業負担金７４０万８２２円、２目特定健診等負担金１４１万円、２項県補助

金５７３万円のうち、１目財政調整交付金４３２万円、２目国保育成指導補助金１

４１万円です。

７款共同事業交付金は１億２９３万０７５円で、内訳は高額医療費共同事業交付

金３７７万５３３円、保険財政共同安定化事業交付金１億９１５万５４２円で

す。

８款財産収入は１２万６８５円で、財政調整基金利子であります。

１１ページに入ります。９款繰入金は一般会計からの繰り入れで７６３万１５３

円であります。内訳は１節保険基盤安定繰入金で備考欄の保険税軽減分５６８万８

２０円、保険者支援分７７５万１５８円、２節職員給与費等繰入金５１３万１７５

円、３節出産育児一時金繰入金１４０万円、４節財政安定化支援事業繰入金は交付税算

入分でありまして、７６７万０００円でございます。

１０款繰越金は前年度繰越金で４２５万７９９円です。

１１款諸収入は１５６万１２６円で、内訳は１項１目第三者納付金が１万２９１

円、２目返納金２８万７４８円、３目雑入は７９万８１８円で、内容は備考欄のとお

りでございます。

以上、歳入合計が１３億２９９万０９０円でございます。

続きまして、歳出の部ですが、決算書３ページに戻っていただいて、お願いします。

まず、構成比の高い事項の内容を説明します。

２款保険給付費は歳出総額の約６７％を占め、１項療養諸費は国保事業制度の本体を

なすものでございまして、一般被保険者、退職被保険者に分けて運営をしています。

３款後期高齢者支援金等は歳出総額の約１２％を占め、後期高齢者医療制度の創設に

伴い平成２０年度から設けられ、厚生労働省の基礎数値をもとに積算しております。

７款共同事業拠出金は歳出総額の約１２％を占め、内訳は２つの目で構成され、高額

医療費拠出金は１件が８０万円を超える場合、その一部が補填されます。保険財政共同

安定化事業拠出金は１件３０万以上８０万未満の医療費が発生した場合の拠出金で、い

ずれもいわば再保険の掛金的性格がございます。

それでは、事項別明細書１５ページから支出済み額の主な項目を説明いたします。

１款総務費の総額は１１９万６８３円、１項総務管理費は０８９万７０１円

で、節の区分の主なものは、給料、職員手当、共済費、委託料で詳細は記載のとおりで

す。２項徴税費は２５万９８２円で、内訳は賦課徴収費、徴税費、運営協議会費でご

ざいます。

１７ページに入ります。２款保険給付費の総額は８億７７９万９６５円です。ま

ず、目欄にあります療養給付費と療養費の違いを申し上げます。療養給付費は、通常の

診察、処置、治療、看護の医療行為で、被保険者は医療費の原則３割を支払う方式で現

物支給と言われています。一方、療養費は、コルセットなどの補装具などで、被保険者
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が一旦全額を支払いし、国保連合会の審査後、適正であれば７割が現金支給される方式

であります。

内訳は、１項療養費７億２６２万４３５円、１目一般被保険者療養給付費は件数

が４万７０５件、７億２０３万４５８円、２目退職被保険者は２１０件で、

１８４万７５１円です。３目一般被保険者の療養費は９９２件、５８１万９０３円、

４目退職療養費は２０９件、１０５万３３７円、５目審査支払い手数料はレセプト点

検手数料などで１８６万９８６円です。

２項高額療養費１３１万４４０円で、一般分２７８件、６０９万２２２円、

退職分６２件、１８９万８２２円です。

４項出産育児諸費は件数５件で２１０万円、５項葬祭諸費は１９件で９５万円です。

２１ページに入ります。６項精神⋞結核医療賦課金は６７４件、８１万０９０円で

す。

３款後期高齢者支援金等は１億４４６万８３９円で、１目後期高齢者支援金は厚

労省基準により積算したものです。

４款前期高齢者納付金等は１１万９３０円で、これは平成２０年度から創設され、

厚労省の基準により前期高齢者の加入率、医療費から積算した額であります。

２３ページに入ります。６款介護給付金は６３０万２６８円で、厚労省の基準に

より積算したものです。

７款共同事業拠出金の総額は１億９２３万０５０円で、内訳は１目高額医療費拠

出金９４５万７円、２目保険財政共同安定化事業拠出金１億９７８万０４３円で

あります。

８款保険事業費の総額は８３２万１０７円で、内訳は１項特定健診等事業費４８７

万４３４円は４０歳から７５歳未満を対象とした特定健診、保健指導に係る経費でご

ざいます。

２５ページに入ります。２項保健事業費は３４４万６７３円で、無受診家庭への記

念品や制度啓発パンフレット、人間ドック、脳ドックなどに係る経費でございます。

１０款諸支出金の総額は６３０万７１円で、１項１目国保税還付金８９万１００円、

２目国庫支出金返納金は３２７万８９９円で、詳細は備考に記載のとおりでございま

す。

２７ページに入ります。３目療養給付費交付金返還金１７０万９５３円、４目県支

出金返納金２７万０００円は、２５年度決算で過払いであったものを返還するもので

ございます。２項繰出金は１４万１１９円で、特定健診、保健指導に係る事務経費分

です。

１１款予備費はゼロです。

以上、歳出合計が１２億０４３万７０５円であります。

なお、２９ページに決算実質収支を記載しております。
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２６年度国民健康保険事業特別会計決算の説明は以上でございます。よろしく御審議

をお願いします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１０６号議案の提案説明が終わりました。

次に、第１０７号議案、平成２６年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算認定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０７号議案、平成２６年度神河町後期高齢者医療事業特別

会計歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

それでは、決算の概要を御説明申し上げます。

歳入では、後期高齢者医療保険料が１億２９９万０００円、一般会計からの繰入

金が５８２万０００円などで、歳入合計は１億９７６万０００円となっており

ます。

歳出では、総務費が７６７万０００円、後期高齢者医療広域連合納付金が１億０

９０万０００円などで、歳出合計は１億８６８万０００円となっており、歳入歳

出差し引き額は１０８万０００円で、実質収支額も同様となっております。以上が概

要でございます。

住民生活課長が詳細説明を行いますので、よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（吉岡 嘉宏君） 住民生活課、吉岡でございます。それでは、詳細につ

きまして説明させていただきます。決算書１ページをごらんください。

歳入の部につきまして、まず構成比の高い事項を歳入に占める割合と内容を説明しま

す。１款後期高齢者医療保険料は歳入総額の約７１％を占め、被保険者が納めていただ

くもので、保険料の内訳は年金から天引きする特別徴収とそれ以外の普通徴収がありま

す。

３款繰入金は、歳入総額の約２９％を占め、一般会計からの繰り入れで、内訳は人件

費、事務費と広域連合からの提示額分です。この１款、３款で約９９％を占めておりま

す。

それでは、事項別明細書５ページから収入済み額を中心に主な項目を説明いたします。

１款後期高齢者医療保険料の総額は１億２９９万６８３円で、収入未済額が１７

万６５７円、徴収率９ ８％であります。内訳は、１目特別徴収９９８万９９０

円、徴収率１００％です。２目普通徴収３００万６９３円で、徴収率は現年が９

２％、過年度が９ ０％となっています。

３款繰入金の総額は５８２万２３３円で、１目事務費繰入金７６７万８４７円、

－１４２－



２目保険基盤安定繰入金８１５万３８６円です。

以上等で歳入合計は１億９７６万２６３円であります。

続きまして、歳出の部ですが、決算書３ページにお戻りください。１款総務費は歳出

総額の約５％で、内容は職員１名の人件費と事務費であります。

２款後期高齢者医療広域連合納付金は歳出総額の９５％を占め、徴収した保険料と歳

入の繰入金中の保険基盤安定分を連合会へ納付するものです。

それでは、事項別明細書の９ページから支出済み額の主な項目を説明いたします。

１款総務費の総額は７６７万００７円で、主なものは２節給料３７５万円、３節職

員手当等１６５万６６３円、４節共済費１８２万７３４円です。

２款後期高齢者医療広域連合会納付金は１億０９０万８１８円で、備考欄の保険

料等負担金１億２７５万４３２円は３月３１日までに徴収した額で、歳入の保険料

と約２０万円の差額がございますが、これは２７年度に納入をします。同じく備考欄の

保険基盤安定制度負担金は８１５万３８６円で、歳入の保険基盤安定繰入金と同額

です。

以上等で歳出合計は１億８６８万３２５円であります。

なお、１３ページに決算実質収支を記載しております。

２６年度後期高齢者医療事業特別会計決算の説明は以上でございます。よろしく御審

議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１０７号議案の提案説明が終わりました。

ここで昼食のため暫時休憩いたします。再開を１３時ちょうどといたします。

午前１１時５５分休憩

午後 １時００分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

それでは、午前中に引き続きまして、次に、１０８号議案、平成２６年度神河町介護

保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０８号議案、平成２６年度神河町介護保険事業特別会計歳

入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入におきましては、介護保険料として２億１２３万２３７円、分担金及び負担

金は６１５万０００円、国庫支出金は２億０２０万９７１円、支払い基金交付

金といたしまして３億４５０万３２９円、県支出金は１億１３８万０００円、

繰入金は２億００８万２０７円等で、歳入合計は１２億６５０万１０１円とな

っています。
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歳出におきましては、総務費で４６８万２０７円、保険給付費で１１億５９１

万５４４円、地域支援事業費で８４３万６１１円、諸支出金で６２０万１５１

円等で、歳出合計は１２億５２９万５２２円となり、歳入歳出差し引き額は１２

０万５７９円でございます。以上が決算の概要でございます。

詳細につきまして健康福祉課長から説明しますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（大中 昌幸君） 健康福祉課の大中でございます。第１０８

号議案の詳細について御説明申し上げます。資料については決算説明資料補足資料の８

ページ、９ページをごらんください。

決算書の事項別明細書以下で説明させていただきます。５ページ、６ページをお願い

します。

歳入でございます。１款介護保険料、１節現年度分２億０３９万６３７円、徴収

率は９ ３％、６５歳以上の方の保険料でございます。２節滞納繰り越し分８３万６

００円、徴収率３ ９％でございます。

２款分担金及び負担金６１５万０００円は、神崎郡認定審査会共同設置負担金で

市川町から７４１万０００円、福崎町から８７４万０００円の負担金をいただいて

おります。この負担割合は介護認定者割が５０％、審査件数割が５０％となっています。

３款使用料及び手数料は、介護保険料に係る督促手数料１件１００円の１５１件分１

万１００円でございます。

４款１項１目介護給付費負担金２億０２０万９７１円は、介護給付費に係る国の

負担分でございます。２項１目調整交付金６１０万０００円は、高齢化率などによ

り調整されて交付されています。

２目地域支援事業負担金⋞介護予防事業分１６１万５５０円は、介護予防事業実施

に係る交付金でございます。

続きまして、７ページ、８ページをごらんください。３目地域支援事業交付金（包括

的支援事業⋞任意事業分）８７０万２０６円、４目事業費補助金３４０万０００円

で、介護保険法改正に伴うシステム改修費補助金でございます。

５款１項１目介護給付費交付金３億２６２万３２９円、２目地域支援事業交付金

１８７万０００円、これは第２号被保険者、４０歳から６４歳の方の保険料で、支払

い基金を通じて交付されるのものでございます。

６款１項１目介護給付費負担金１億６２１万０００円、介護給付費に係る県の１

５％負担部分でございます。２項１目地域支援事業費（介護予防事業）は８１万００

０円です。

続きまして、９ページ、１０ページをごらんください。２目地域支援事業交付金（包
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括的支援事業⋞任意事業分）４３５万０００円の県補助金でございます。

７款財産収入１目利子及び配当金５万００９円は、給付費準備基金に生じた利子で

ございます。

８款繰入金、１目介護給付費繰入金１億１１９万３１８円は、介護給付費に係る

町の１ ５％負担相当の分でございます。２目一般会計繰入金、職員給与費等繰入金

５４６万８４４円は、事務職員４名、介護認定訪問調査員２名の給与費等でございま

す。事務費繰入金９８５万９３１円は、郡認定審査会に係る神河町の負担分７３２

万０００円とその他事務費繰入金２５３万９３１円でございます。地域支援事業

交付金（包括的支援事業⋞介護予防事業分）は７５万９５６円、地域支援事業繰入金

（包括的支援事業⋞任意事業分）は８１９万２７８円でございます。

２項１目介護基金繰入金３８１万８８０円でございます。

９款繰越金６５２万９７２円は前年度繰越金でございます。

１０款１項１目第１号被保険者延滞金２万７００円でございます。２項１目雑入６

４７万８２０円は介護予防ケアプラン作成料でございます。

以上、歳入の合計は１２億６５０万１０１円でございます。

続きまして、１３、１４ページをごらんください。歳出でございます。１款１項１目

資格業務管理費１７７万８７４円、資格及び保険料賦課業務の税務課、健康福祉課

職員２名の人件費と法改正に伴うシステム改修委託料などの事務費でございます。

２目サービス業務管理費２８１万６０３円は、健康福祉課職員２名の人件費と介

護認定調査員２名の賃金、事務費でございます。

続きまして、１５ページから１８ページをお願いします。３目連合会負担金１０万

４３８円です。２項１目賦課徴収費２７万６４５円、賦課徴収等に係る経費でござい

ます。３項介護認定審査会３２５万６３２円、認定審査員の報酬と２名の嘱託職員

の賃金並びに介護認定に係るコンピューターの保守点検委託料などの事務費でございま

す。２８節繰出金は郡の広域の事務に対し神河町の一般事務員も携わっておりますので、

給与分４５０万円と光熱水費２５万０００円を一般会計に繰り出しをいたしておりま

す。

４項訪問調査費３９６万４７８円、介護保険訪問調査に係る事務費で、主なものは

主治医意見書料でございます。

５項運営協議会費２４８万５３７円、第６期介護保険事業計画策定委託料と介護保

険運営協議会の委員の謝金でございます。

２款１項１目介護サービス給付費等諸費１１億５９１万５４４円で、主なものは

居宅介護サービス給付費４億４３３万０２９円、施設介護サービス費３億４６８万

２４０円、地域密着型介護サービス費１億５０８万６６６円でございます。

続きまして、１９ページ、２０ページをごらんください。２項その他諸費８２万２

１５円は、介護給付費審査支払い手数料でございます。
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３款１項１目介護予防費０２４万５１５円は、要介護状態になるおそれが高い状

態にあると認められる６５歳以上の方を対象として、介護予防を実施する事業でござい

まして、こつこつ貯筋教室、地区巡回健康教室などを実施しています。保健師１名の人

件費、事務費及び介護予防事業委託料などでございます。

続きまして、２１ページ、２２ページをごらんください。２項１目介護予防ケアマネ

ジメント事業６７７万７８８円は、１つ目として介護予防ケアマネジメント業務、

２つ目、総合相談支援業務、３つ目、権利擁護業務、４番目、各居宅支援事業所などへ

の支援業務を行い、保健師２名、社会福祉士１名の人件費及び介護予防サービス計画作

成委託料などでございます。

２目認知症高齢者見守り事業費１３７万６２１円は、認知症を早期発見するために

タッチパネルを実施した際、ハイリスク者の面接診断に係る医師の賃金とハイリスク者

に対する認知症予防教室、ほがらか教室といいます、に係る看護師等の賃金でございま

す。

続きまして、２３ページ、２４ページをお願いします。３目権利擁護事業３万６８

７円については、成年後見人制度研修会開催に係る講師謝金と成年後見制度申し立て等

の費用でございます。

５款１項１目第１号被保険者保険料還付金４万０８０円は、死亡等による保険料の

還付金でございまして、４件あります。２目償還金６１５万０７１円は、過年度に係

る国⋞県負担金等の償還金でございます。

６款１目介護給付費準備基金５万００９円は、介護保険給付費準備基金の利子積み

立てでございます。

これらにより、歳出合計は１２億５２９万５２２円でございます。

最後に、２８ページをごらんください。介護保険の準備基金については、平成２６年

度で３７５万０００円を取り崩し、決算年度末には５５０万０００円の基金を

保有しております。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議ください。

○議長（安部 重助君） 以上で第１０８号議案の提案説明は終わりました。

次に、第１０９号議案、平成２６年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定

の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０９号議案、平成２６年度神河町土地開発事業特別会計歳

入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入におきましては、予算現額９８３万円に対しまして、調定額、収入済み額とも

に９９１万０００円で、その割合は５ ０％であります。
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歳出につきましては、予算現額９８３万円に対しまして、支出済み額が６９０万

円、執行率２ ２％であります。実質収支におきましては、歳入歳出差し引き額が３

０１万０００円で、実質収支額も同様でございます。

次に、財産についてでございます。行政財産の保有は、公園としまして秋桜たうんに

３６５平方メートルございます。普通財産では、宅地として秋桜たうんに８４９平

方メートル、カクレ畑にクラインガルテン１８棟敷地分４９９平方メートル、しんこ

うタウン第３期分１４０平方メートルがあり、田畑としてしんこうタウンに５９５平

方メートルがあります。その他の土地として、しんこうタウンで５８９平方メートル、

カクレ畑で３８３平方メートルございます。行政財産と普通財産と合わせて２万４

２０平方メートルを所有いたしており、２５年度と比べまして４０７平方メートルの減

少となっております。以上が決算の概要でございます。

詳細につきまして地域振興課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いいた

します。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 地域振興課、石堂でございます。それでは、第１０９

号議案、平成２６年度神河町土地開発事業特別会計の歳入歳出決算について御説明申し

上げます。

概要は町長の説明のとおりでございます。５ページからの事項別明細書で御説明させ

ていただきます。

歳入でございますが、１款財産収入、１節土地売り払い収入でございます。５５７

万２００円でございます。内訳は、貝野住宅用地売り払い収入として５２２万円、

クラインガルテン、カクレ畑の２６年度の分割払いの土地代といたしまして３５万２

００円でございます。この内訳は、しんこうタウンの２区画が売れた収入とカクレ畑の

大川原区の土地と大川原区の１組の土地と神河町の土地の使用の合計でございます。町

の持ち分は１２万１１１円となっております。

次に、２款諸収入、１節雑入でカクレ畑入居者負担金ですが、分譲地が売れなかった

ために収入はございませんでした。

３款繰越金、１節前年度繰越金ですが、４３４万１６２円でした。

歳入合計が９９１万３６２円となっております。

次に、７ページの歳出でございますが、１款土木費、１目貝野住宅造成事業費ですが、

需用費で３９万８３５円を支払い、うち消耗品で１万２００円、印刷製本費でしん

こうタウンのチラシを３回作成いたしました。その代金と決算書の印刷代で３８万６

３５円を支払っております。役務費で９１万０５２円を支払い、うち２万枚余りのし

んこうタウン販売促進のチラシ、３回の折り込み代１８万３３２円と雑誌広告料や神姫

バスの都市部走行車内の広告等で７３万３２０円を支払いました。委託料で１３万７
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１７円支払い、これはシルバー人材センターによります３回の草刈りを委託しておりま

す。通行料等の使用料及び賃借料で７１０円、繰越金でしんこうタウンの２区画が売

れましたので、収入の合計５２２万円を一般会計のほうに繰り入れしております。

２目寺前宅地造成事業費は支出はございませんでした。

３目カクレ畑多自然居住推進事業費は３１１万０００円の委託料を組んでおりま

したが、１区画も売れませんでしたので、委託料の支払いはございません。補償、補填

及び賠償金で２３万０８９円を大川原区と大川原区の１組のほうへ土地代金として支

払っております。予備費の支出はございません。

歳出の合計は６９０万４０３円となっております。

９ページには決算実質収支を記載しております。差し引き額３０１万０００円と

なっております。

１０ページには財産等に関する調書を記載しております。行政財産としては公園は、

秋桜たうんの３６５平方メートルで、２５年度から変わっておりません。普通財産で

すが、宅地では、秋桜たうんが８４９平方メートルで増減なしで、しんこうタウンは

２区画売れましたので、４０７平米の減の１４０平方メートルとなっております。カ

クレ畑クラインガルテンログハウスも増減なしで４９９平方メートルとなり、田畑に

つきましては、しんこうタウンの貸し農園として使用しております５９５平方メートル

でございます。その他としまして、しんこうタウンは、公園用地の５８９平方メート

ルを、カクレ畑は分譲地分の１５区画の面積３８３平方メートルを記載しております。

合計しますと２６年度は４０７平方メートルの減少となり、合計２万４２０平方メー

トルの財産となっております。

以上で土地開発事業特別会計の説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろし

くお願いします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１０９号議案の提案説明が終わりました。

次に、第１１０号議案、平成２６年度神河町老人訪問看護事業特別会計歳入歳出決算

認定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１０号議案、平成２６年度神河町老人訪問看護事業特別会

計歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

訪問看護は中播磨地域の病院や開業医からの依頼は多く、姫路市香寺町から朝来市生

野町までをエリアとし、訪問看護、訪問リハビリなどを行っています。また、在宅医療、

在宅ケアの推進のため、地域医療の担い手として地域住民の皆様の要望に応えるべく、

夜間の携帯電話への転送により２４時間緊急連絡体制をとる対応も行っております。

今年度の訪問看護ステーション利用者数は７３４人、訪問総回数は２３７回、収
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入済み額１億９４８万１８７円、支出済み額９４９万１３３円、歳入歳出差し引

き残額は９９９万０５４円であります。以上が決算の概要であります。

詳細につきまして病院総務課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。それでは詳細説

明をさせていただきます。

事項別明細書で説明をさせていただきますので、５ページ、６ページをお願いいたし

ます。この会計の歳入の主なものは事業収入でございます。１款事業収入が１６３万

９９９円で、内訳につきましては、医療保険収入が７８１万７９８円と介護保険

収入のサービス事業収入が６１０万１３１円、居宅介護支援事業収入がケアプラン

の作成費として７７１万７０円でございます。

２款財産収入は財政調整基金利子で２１０円でございます。

３款財政調整基金繰入金はございません。

４款繰越金は７３３万００３円、５款諸収入の１項受託事業収入は介護予防受託

事業収入などで３６万８０円、２項雑入は成人病検診助成金などで１５万８９５円でご

ざいます。

次に、歳出でございます。７ページ、８ページをお願いいたします。１款業務費につ

きましては７４７万２３４円で、主に訪問看護ステーションの運営に係ります人件

費で理学療法士、作業療法士、看護師の９名分の給料及び手当でございます。共済費は

正規職員の共済費及び嘱託⋞臨時職員の社会保険料等でございます。また、賃金は嘱託

の事務員と看護師及び臨時の看護師の分で１４４万７５２円でございます。１１節

の需用費は訪問用自動車燃料代などで２３８万０１１円、１２節役務費は通話料など

で８３万１６６円、１３節委託料の主なものは訪問看護委託料で姫路市香寺町につい

て登録看護師に委託しております経費でございます。

９ページ、１０ページをお願いいたします。１４節の使用料及び賃借料は白衣リース

料などで１００万０８０円、１９節負担金、補助及び交付金は研修会負担金などで１

１万４５０円、２款公債費は一時借入金利子で１万８９９円、３款基金積立金は１

００万円積み立てております。４款諸支出金は介護療育支援事業へ事務所賃借料相当と

して１００万円繰り出しをいたしております。歳出は以上でございます。

次に、１１ページ、１２ページにつきましては、決算実質収支に関する調書と財産に

関する調書をつけさせていただいております。

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１１０号議案の提案説明が終わりました。

次に、第１１１号議案、平成２６年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決
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算認定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１１号議案、平成２６年度神河町産業廃棄物処理事業特別

会計歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

それでは、決算の概要を御説明申し上げます。

歳入では、使用料及び手数料が２５７万０００円、繰越金が２３８万０００円

などで、歳入合計は４９７万０００円となっております。

歳出では、産業廃棄物処理事業費が２８８万０００円で、歳出合計は２８８万

０００円であります。

歳入歳出差し引き額は２０８万０００円となり、実質収支額も同様となっておりま

す。以上が概要でございます。

住民生活課長が詳細説明を行いますので、よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（吉岡 嘉宏君） 住民生活課の吉岡でございます。詳細説明をします前

に、訂正がございまして、訂正のお願いをします。

歳入歳出決算書の最初のほうの決算審査意見書、１ページめくってもらって２ページ

から始まっております。これの１０ページですね。１０ページに 産業廃棄物処理事業

特別会計というのがあります。（「一番前」と呼ぶ者あり）一番前からめくっていただ

いて１０ページですね。表紙からめくって１０ページに産廃の特別会計、８番というの

がございます。

これ代表監査委員さんにも朝お話をして了承を得ておりますが、訂正がございますん

で、申しわけありませんが、訂正をお願いします。８番、産廃特別会計、大きくくくっ

てあって、７行目、「２６年度は」というこの１行を変更します。「２６年度は８５

８トン」となってございますが、「５６ １」、もう一回言います。「５６ １

トン」、そして次の括弧、「前年から０７ ８トン減」を、これを訂正させていただ

いて、「３７ ５トン減」、もう一回言います。「３７ ５トン減」が投入され、

「現在、約５ ８％の占有率」となってますが、この「５ ８」をやめて、「５ ９％

の占有率」ということで訂正をお願いします。まことにどうも申しわけありませんでし

た。

それでは、詳細につきまして説明をさせていただきます。

歳入の部につきまして、事項別明細書５ページをごらんください。１款使用料及び手

数料は２５７万１５４円で、歳入総額の約８４％を占め、残土と不燃物の合計約

５６２トンの処分地使用料です。
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２款財産収入１０１万０９４円は、財調の基金の利子です。

４款繰越金２３８万４８５円は、前年度繰越金です。

以上、歳入合計が４９７万７３３円であります。

続きまして、歳出の部ですが、事項別明細書７ページをごらんなってください。１款

産業廃棄物処理事業費は２８８万００４円で、主なものとしまして１３節委託料は

５３０万４７１円で、内訳は備考欄の４項目でございます。２５節積立金７０６万

０００円は財政調整基金への積み立てです。２７節公課費３万３００円は処分地使用

料の消費税等でございます。

以上などで歳出合計が２８８万００４円でございます。

なお、１１ページに決算実質収支を記載しております。

２６年度産業廃棄物処理事業特別会計決算の説明は以上でございます。よろしく御審

議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１１１号議案の提案説明が終わりました。

次に、第１１２号議案、平成２６年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算

認定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１２号議案、平成２６年度神河町寺前地区振興基金特別会

計歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入におきましては、予算現額７８５万０００円に対しまして、調定額、収入済

み額ともに７７０万０００円で、その割合は９ ８％であります。

歳出につきましても、予算現額７８５万０００円に対しまして、支出済み額が

７７０万０００円、執行率９ ８％であります。

また、地区振興基金の決算年度末現在高は６億９４５万１５７円であります。以上

が決算の概要でございます。

詳細説明を地域振興課長が行いますので、よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 地域振興課、石堂でございます。第１１２号議案、平

成２６年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の件につきまして詳細を

御説明申し上げます。

まず、５ページ、事項別明細書の歳入をごらんください。１款繰入金、１項基金繰入

金、１目振興基金繰入金でございますが、各区及び漁協からの取り崩しの申請及び事務

費を基金から繰り入れしたものでありますが、４７５万９３円でございます。

２項財産区繰入金につきましては、収入はございません。
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３項他会計繰入金につきましては、一般会計からの０００万円を返金として繰り入

れております。

次に、２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金でございますが、２６

年度当初、基金残高６億１２４万０００円に対する利息でございまして、２９５

万７７８円ありまして、内訳は２億円の国債の利子８０万円と購入売却益１３４万

３８４円、ＪＡ定期預金の利息８０万３９４円でございます。

以上、歳入の合計は７７０万８７１円でございます。

次に、７ページ、事項別明細書の歳出をごらんください。１款総務費、１項総務管理

費、１目一般管理費ですが、事務費でございます。平成２６年度につきましては、審議

会、委員さんは１１名です。を２６年８月２２日と２７年２月１７日に開催しておりま

して、予算など経費の適正な執行に関し審議をいただきました。一般管理費、事務費で

ございますが、その合計といたしまして２６万３９６円でございました。

次に、２目振興基金費、２５節積立金ですが、歳入の他会計繰入金と財産運用収入の

２９５万７７８円を積み立てたものでございます。

次に、３目地域振興費、１９節負担金、補助及び交付金でございますが、集落運営諸

経費助成金といたしまして１１件、０９２万２１７円、集落集会施設整備事業補助

金といたしまして５件、１１６万４８０円、スポーツレクリエーション施設整備事業

補助金といたしまして１件、０００万円で、合計２０８万６９７円でございます。

２８節繰出金でございますが、寺前漁協への補助分を一般会計へ繰り出しするもので

ございまして、２４０万円を一般会計へ繰り出しております。

以上、歳出の合計金額は７７０万８７１円でございます。

次に、９ページ、決算実質収支に関する調書では、歳入歳出総額ともに７７０万

０００円で、差し引き額、実質収支額ともにゼロでございます。

また、１０ページ、平成２６年度財産等に関する調書でございますが、寺前地区振興

基金の２６年度末残高は６億９４５万０００円でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１１２号議案の提案説明が終わりました。

次に、第１１３号議案、平成２６年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算

認定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１３号議案、平成２６年度神河町長谷地区振興基金特別会

計歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入におきましては、予算現額２５０万０００円に対しまして、調定額、収入済

み額ともに２３６万０００円で、その割合は９ ９％であります。
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歳出につきましても、予算現額２５０万０００円に対しまして、支出済み額が

２３６万０００円で、執行率９ ９％であります。

また、地区振興基金の決算年度末現在高は１億８６０万８０６円であります。以

上が決算の概要でございます。

詳細説明を地域振興課長が行いますので、よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 地域振興課、石堂でございます。第１１３号議案、平

成２６年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の件につきまして詳細を

御説明申し上げます。

まず、５ページ、事項別明細書の歳入をごらんください。１款繰入金、１項基金繰入

金、１目振興基金繰入金でございますが、漁協の取り崩し分３００万円と長谷地区の振

興を考える会から申請のありました取り崩し分８００万円、事務費１７万１５０円を

基金より繰り入れしたものでありまして、１１７万１５０円でございます。

次に、２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金でございますが、２６

年度当初基金残高１億８５９万０００円に対する利息で１１９万４８１円でした。

以上、歳入の合計は２３６万６３１円でございます。

次に、７ページの事項別明細書の歳出をごらんください。１款総務費、１項総務管理

費、１目一般管理費ですが、事務費でございます。平成２６年度につきましては、審議

会、委員さんは１２名でございます。審議会を２６年５月２８日、平成２７年２月１３

日に開催しております。予算など経費の適切な執行に関して審議をいただいております。

一般管理費、事務費でございますが、その合計といたしまして１７万１５０円でござ

います。

次に、２目振興基金費、２５節積立金ですが、歳入の財産収入の１１９万４８１円を

積み立てたものでございます。

次に、３目地域振興費、１９節負担金、補助及び交付金は、長谷地区の振興を考える

会から申請のありました長谷ふれあいマーケット運営費補助金の８００万円でございま

す。

次に、２８節繰出金ですが、長谷漁協への補助分を一般会計へ繰り出しするものでご

ざいまして、３００万円を一般会計へ繰り出ししております。

以上、歳出の合計金額は２３６万６３１円でございます。

９ページ、決算実質収支に関する調書では、歳入歳出総額ともに２３６万０００

円で、差し引き、実質収支額ともにゼロでございます。

また、１０ページ、平成２６年度財産等に関する調書でございますが、長谷地区振興

基金の２６年度末残高は１億８６１万円でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議お願いいたします。
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○議長（安部 重助君） 以上で第１１３号議案の提案説明が終わりました。

次に、第１１４号議案、平成２６年度神河町水道事業会計決算認定の件について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１４号議案、平成２６年度神河町水道事業会計決算認定の

件について御説明申し上げます。

本議案は、地方公営企業法第３０条第４項の基づきまして、監査委員の審査意見書を

付して議会の認定を求めるものでございます。

決算書の１０ページをお願いいたします。平成２６年度は人口減少に加え、節水意識

により使用水量が減少傾向にある中、有収水量は前年比 ５％減の１０８万０００立

方メートルとなり、有収率は ９６％減の６ １５％となりました。

営業面では、消費税が平成２６年４月より８％となりましたが、料金の値上げは行わ

ず、水道事業経営健全化に向けた経費の削減と未納料金の収納強化を図り、浄水場と配

水池等の維持管理を行い、安全で良質な水道水の供給に努めるとともに、有収率向上の

ため漏水調査を実施し、修繕工事は可能な限り直営工事とし、コスト縮減に努めました。

経営状況は、収益的収支では、事業収益が３億３１１万円、事業費用は３億２５

２万０００円で、経常利益は０５８万０００円となりましたが、特別利益３万

０００円及び特別損失の５７１万０００円の算入で４９０万０００円の当年度純利

益となりました。

資本的収支では、支出は１億７５０万０００円、うち建設改良費３３４万０

００円、企業債償還金で１億４１５万０００円となりまして、収支不足額１億７

５０万０００円につきましては、過年度分損益勘定留保資金等で補填をいたしました。

以上が決算の概要でございます。

詳細について上下水道課長から説明しますので、よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課の中島でございます。それでは、第１１４

号議案について詳細を説明させていただきます。

決算書の１ページをお願いします。決算報告書で消費税込みの決算額です。収益的収

入及び支出で収入の第１款水道事業収益は予算額４億９７５万０００円で、決算額

は４億２０４万２３４円、支出の第１款水道事業費用の予算額は収入と同額の４億

９７５万０００円で、決算額は４億５８５万８３４円となりました。

２ページをお願いします。資本的収入及び支出で収入の第１款資本的収入は、予算額

７５万円で、決算額はゼロ円。これは当初予算で予定していました配水⋞給水布設工事

がなかったため負担金がゼロとなっています。支出の第１款資本的支出は、予算額１億

９９０万０００円で、決算額は１億８５６万８３７円、資本的収入額が資本的
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支出額に不足する額１億８５６万８３７円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填

しました。

３ページをお願いします。損益計算書で消費税抜きの金額となっております。営業収

益では、給水収益からその他営業収益の合計で２億４６１万２５６円、営業費用は

原水及び浄水費からその他営業費用の合計で３億７２４万９９７円、差し引き営業収

支は２６２万７４１円の営業損失となっています。

営業外収益は、受取利息及び配当金から雑収益の合計で１億８４９万０９５円、

営業外費用では、支払い利息及び企業債取扱諸費が５２８万１０１円、営業外利益

は１億３２０万９９４円となり、営業損失と営業外費用の差し引きで経常利益が０

５８万２５３円となりました。

特別利益は３万０５１円、特別損失は過年度損益修正損３万５８４円、その他特

別損失が５６７万１７３円で、特別利益と特別損失の収支がマイナス５６８万７０６

円で、経常利益から引くと４９０万５４７円が当年度の純利益となります。

前年度繰越欠損金は９８４万１９５円で、その他未処分利益剰余金変動額が２億

５５２万９０６円となり、当年度未処分利益剰余金は１億０５９万２５８円と

なりました。

次に、４ページをお願いします。剰余金計算書でございます。資本金の自己資本金は

４億３７４万５０１円で、増減はありません。借入資本金では前年度残高が２１億

６１０万６５９円で、平成２６年の移行処理で借入資本金の表示区分の変更により、

当年度末残高はありません。資本剰余金は前年度末残高が２９億１２２万４２０円

がみなし償却廃止に伴う経過措置により、当年度末残高が５４８万８７９円となり

ました。利益剰余金合計は前年度末残高がマイナス９８４万１９５円がみなし償却

廃止に伴う経過措置で２億５５２万９０６円、当年度純利益が４９０万５４５円

となり、当年度末残高は１億０５９万２５８円となっています。資本合計額につい

ては７億９８２万６３８円となりました。

次に、５ページ、６ページの貸借対照表をごらんください。５ページで資産の部では、

固定資産で有形固定資産がイの土地からヘの工具⋞器具及び備品までで、合計額は３９

億９１２万１６９円で、固定資産合計額は同額です。

次に、流動資産で現金⋞預金が２億２８３万５８０円、未収金が９４７万４２０

円で、主に水道料金になっています。貸倒引当金は３０１万５８８円です。貯蔵品は修

理材料等で２５８万５８９円。流動資産の合計は２億１８９万００１円となり、

資産合計は固定資産と流動資産を合計して４１億１０２万１７０円となりました。

負債の部では、固定負債の企業債が１８億５１９万７２５円で、６ページで流動

負債の企業債から預かり金の流動負債合計が１億４２０万２８４円で、繰り延べ収益

では長期前受け金が２９億３５０万７５１円で、長期前受け金収益化累計額がマイ

ナス１４億１７０万２２８円で、繰り延べ収益合計額は１４億１８０万５２３円
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となり、負債合計額は３４億１１９万５３２円となっています。

次に、資本の部で、資本金の固有資本金から組み入れ資本金の資本金合計が４億３

７４万５０１円、剰余金では工事負担金が５４８万８７９円で、利益剰余金の当

年度未処分利益剰余金が１億０５９万２５８円となっており、剰余金合計は２億

６０７万１３７円で、資本合計は７億９８２万６３８円で、負債資本合計は４１

億１０２万１７０円となりました。

７ページをごらんください。キャッシュフロー計算書でございます。平成２６年の会

計制度変更によって追加となった資料となります。現金の流れがわかるものとなってい

ます。業務活動によるキャッシュフローは、当年度純利益から利息の支払い額までの合

計で１億９９２万７３６円です。投資活動によるキャッシュフローはマイナス２

５９万３５５円となっています。財務活動によるキャッシュフローは建設改良企業債

の償還による支出でマイナス１億４１５万３９７円となっています。資金の減少額

としてマイナス６８２万０１６円で、資金の期首の残高が２億９６６万５９６円あ

ったので、資金の期末残高として２億２８３万５８０円の現金が残っております。

８ページ、９ページも新会計制度により追加資料となっております。注記表でござい

ます。この注記表は決算書ではわかりにくいもの、重要なものを記載しております。１、

重要な会計方針、２、キャッシュフロー計算書等関連、３、貸借対照表等関連、４、そ

の他の注記についての説明となっております。

次は決算附属書類です。１０ページにつきましては、先ほど町長から説明がありまし

たので、省略させていただきます。

次に、１１ページをお願いします。議会議決事項につきましては、この表のとおり、

７件の議決をいただきました。職員に関する事項では、平成２６年度末で事務職員４名、

労務職員１名の計５名です。建設改良工事の概況では工事が３件となっています。

続きまして、１２ページをお願いします。業務量では年間配水量は１５７万１０６

立米で、年間有収水量は１０８万７８７立米で、有収率は６ １５％で、前年度より

５ポイントの減となりました。

１３ページの重要契約の要旨です。内訳は工事が５件、委託業務が６件です。企業債

及び一時借入金の概要です。企業債の残高は本年度償還高１億４１５万３９７円の

償還により、本年度末残高が１９億１９５万２６２円となりました。議会の議決を経

なければ流用できない経費、職員給与費は決算額が９１０万２９９円となりました。

次に、１４ページの収益費用明細書で消費税抜きの金額となっております。収入、１

款水道事業収益は３億３１４万４０２円で、１項営業収益は２億４６１万２５

６円、１目１節の水道使用料は２億１１４万００４円で、内訳は基本料金、超過料

金とメーター使用料です。３目４節の雑収益のうち、新規加入金は２２件で１８２万

７８３円となっています。続いて、２項営業外収益は１億８４９万０９５円で、主

なものは一般会計からの補助金７００万円と長期前受け金戻入で９０４万０８０
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円となっています。

次に、１６ページの支出ですが、１款水道事業費用は３億８２４万８５５円で、

１項営業費用は３億７２４万９９７円、１目の原水及び浄水費が６１８万５７７

円で、これは１２カ所の浄水場に係る経費となっております。次に、２目の配水及び給

水費で０３８万６８０円。これは配水池や配水管等に係るものです。

次に、１７ページで３目受託工事費は消火栓移設工事ほかで５４万６２７円、４目の

総係費が００５万８８３円で、職員５名の人件費や事務費が主なものです。

次に、１８ページで５目の減価償却費は２億６７５万５１１円で、建物⋞構築物

等の減価償却費でして、現金支出を伴わない営業費用となっております。

次に、１９ページで２項の営業外費用で企業債借り入れ償還利子で５２８万１０

１円となっています。３項の特別損失は５７１万７５７円で、主なものは３目のその

他特別損失の１節その他特別損失で過年度貸倒引当金が２６９万１７３円と２節の過

年度賞与引当金で２５４万０００円と過年度法定福利費引当金が４４万０００円と

なっています。

次に、２０ページで資本的収入及び支出で資本的収入についてはございません。

次に、２１ページの資本的支出では１億７５０万３９７円となり、主なものは３

件の工事を行い、工事費合計が３１２万円、２項の企業債償還金で企業債借り入れ償

還元金として１億４１５万３９７円を支出しています。

２２ページをお願いします。固定資産明細書で表の右下の年度末償却未済額は３９億

９１２万１６９円となっています。

２３ページと２４ページは企業債明細表で、２４ページ、一番下の欄の未償還残高合

計は１９億１９５万２６２円となっています。

次に、２５ページをお願いします。補填財源明細書でございます。前年度末の資金剰

余金計、アの２億６０６万７３５円に当年度消費税資本的収入収支調整額、Ｂ欄と当

年度損益勘定留保資金、Ｄ欄、当年度利益剰余金、Ｆ欄の合計となります。当年度補填

財源発生額、イ欄の１億６９４万３５６円を加算したア足すイの３億３０１万

０９１円が当年度補填可能額となります。当年度補填額は４条の資本的収支の不足額、

クの欄の１億８５６万８３７円を留保資金から補填して、翌年度繰越額は一番下の

欄で１億４４４万２５４円となりますが、これが内部留保資金となります。

以下、２６ページから３１ページまでは固定資産減価償却明細書、経営分析書を添付

しておりますので、ごらんいただきたいと思います。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１１４号議案の提案説明が終わりました。

ここで暫時休憩をいたします。再開を２時３０分といたします。

午後２時１２分休憩

－１５７－



午後２時３０分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

次に、第１１５号議案、平成２６年度神河町下水道事業会計決算認定の件について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１５号議案、平成２６年度神河町下水道事業会計決算認定

の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査意

見書を付して議会の認定を求めるものでございます。

決算書の１０ページをお願いいたします。当町の生活排水処理率は９ ３％で、有収

水量は１３０万０００立方メートルとなっており、町民の皆様に快適な生活環境を提

供しています。事業運営については、昨今の社会経済情勢と人口の減少から料金収入も

減少傾向にあります。消費税が平成２６年４月より８％となりましたが、料金の値上げ

は行わず、下水道事業経営健全化に向けた経費の削減と未納料金の収納強化を行い、公

共用水域の水質保全に努めました。

経営状況は、収益的収支の事業収益で７億１９５万０００円、うち営業収益が４

億１８６万０００円、営業外収益が３億００９万０００円、事業費用は７億

４４９万０００円、うち営業費用が５億２０５万０００円、営業外費用が１億

２４３万０００円で、経常利益は７４６万０００円となりましたが、特別損失の

６００万０００円の算入で１４５万０００円の当年度純利益となりました。

資本的収支におきましては、収入は資本費平準化債１億９６０万円、支出は建設改

良費で１２４万円、企業債償還金で４億４７１万０００円となりまして、収支不足額

２億６３５万０００円は過年度分損益勘定留保資金等で補填をしました。以上が決

算の概要でございます。

詳細につきまして上下水道課長から説明いたしますので、よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課の中島でございます。それでは、第１１５

号議案について詳細を説明させていただきます。決算書の１ページをお願いします。

決算報告書で消費税込みの金額です。収益的収入及び支出で収入では、第１款下水道

事業収益の予算額７億９０８万０００円で、決算額は７億６９９万７５９円、

支出では第１款下水道事業費用の予算額は収入と同額の７億９０８万０００円で、

決算額は７億５４３万６４２円となりました。

２ページをお願いします。資本的収入及び支出で収入は、第１款資本的収入の予算額

１億０３５万円で、決算額は１億９６０万円、支出は第１款資本的支出の予算額４

億７１１万０００円で決算額は４億６０５万６６７円、資本的収入額が資本的支出
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額に不足する額２億６４５万６６７円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填しま

した。

３ページをお願いします。損益計算書で消費税抜きの金額となっております。営業収

益は下水道使用料とその他営業収益の合計で４億１８６万１９０円、営業費用では

管渠費から資産減耗費の合計で５億２０５万０７１円となっていまして、差し引き

後の営業損失は１億０１９万８８１円です。営業外収益は受取利息及び配当金から

雑収益の合計が３億００９万４８２円となっています。営業外費用は、支払い利息

及び企業債取扱諸費で１億２４３万６３３円です。営業収支から営業外収支を差し

引くと７４６万９６８円の経常利益となり、特別損失は過年度賞与引当金、法定福

利費引当金、貸倒引当金等で６００万０１３円、当年度純利益は１４５万９５５

円となりました。前年度繰越欠損金の１４億７７８万１１１円にその他未処分利益

剰余金変動額７９５万８４２円を合計した１３億８３７万３１４円が当年度未処理

欠損金でして、大変高額となっていますが、減価償却費を原資とした内部留保資金を運

用して債務超過にならないよう注意を払っています。

次に、４ページをお願いします。剰余金計算書で自己資本金は変動なしで２６億９

２０万３５７円、借入資本金の５２億９３５万８０３円で借入資本金の表示区分

の変更による移行処理により、残高はゼロ円となりました。資本剰余金の合計額は６３

億２３８万７２１円がみなし償却廃止に伴う経過措置で、マイナス６１億４４２

万７５円の減となり、残高は１億４９６万６４６円となりました。利益剰余金合計

額はみなし償却廃止に伴う経過措置で７９５万８４２円と当年度純利益で１４５万

９５５円により、当年度末残高が１３億８３７万３１４円になり、資本合計の当年

度末残高は１４億８７９万６８９円となりました。

次に、５ページ、６ページは貸借対照表で、５ページで資産の部として、固定資産の

有形固定資産でイの土地からトの建設仮勘定までで、有形固定資産合計額は１１０億

２７１万０６９円で、固定資産合計額は同額となっています。

次に、流動資産として、現金預金が２億８５６万１３６円、未収金は下水道料金

で９４６万５１０円、貸倒引当金はマイナス３７３万０２９円で、流動資産合計が

２億４２９万６１７円で、資産合計は１１３億７０１万６８６円です。

負債の部は、固定負債の企業債は５４億９８５万４７６円、固定負債合計は同額

となっています。

流動負債の企業債は４億７６７万８９８円、未払い金は３月分の電気代、下半期

の処理場管理委託料等で５２８万３１４円、引当金は２４３万０７１円、預かり

金を含めた流動負債合計は４億５４２万４８２円です。

６ページをごらんください。繰り延べ収益で長期前受け金が６１億３５２万９８

７円、長期前受け金収益化累計額はマイナス２１億０５８万９４８円で、繰り延べ

収益合計は４０億２９４万３９円で、負債合計は９８億８２２万９９７円となっ
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ています。

資本の部です。資本金合計は２６億９２０万３５７円、剰余金は資本剰余金でイ、

受贈財産評価からホ、保険差益で、資本剰余金合計額は１億７９６万６４６円、利

益剰余金で当年度未処理欠損金が１３億８３７万３１４円で、利益剰余金合計は差

し引きマイナス１３億８３７万３１４円、剰余金合計はマイナス１２億０４０万

６６８円、資本合計は１４億８７９万６８９円、負債資本合計は１１３億７０

１万６８６円です。

７ページをごらんください。新会計制度により追加した資料となりますキャッシュフ

ロー計算書でございます。業務活動によるキャッシュフローは当年度純利益から利息の

支払い額の合計で２億１８５万６２６円、投資活動によるキャッシュフローは有形

固定資産の取得による支出でマイナス４１７万５２９円、財務活動によるキャッシュ

フローは企業債による収入から建設改良企業債等の償還による支出でマイナス２億５

１１万９７６円となります。資金の増加額は２５５万１２１円で、資金期首残高

が２億６００万０１５円だったので、資金期末残高は２億８５６万１３６円と

なりました。

８ページ、９ページも新会計制度による追加資料となっております注記表でございま

す。この注記表は、決算書ではわかりにくいもの、重要なものを記載しております。

８ページ、Ⅰ、重要な会計方針として、１、固定資産の減価償却方法、２、引当金の

計上方法、３、消費税及び地方消費税の会計処理等を明記しております。Ⅲ、予定貸借

対照表関連です。３に有形固定資産の減価償却累計額、長期前受け金収益化累計額を記

載しております。５は引当金の取り崩し額を記載しております。

９ページをごらんください。Ⅳ、セグメント情報の開示として、神河町の下水道事業

は特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティープラント整備事

業を運営しています。その区分、事業の内容、営業収益等を表示しております。

１０ページは町長が説明しましたので、省略させていただきます。

１１ページをお願いします。議会議決事項については６件の議決をいただきました。

職員に関する事項では、事務職員３名、労務職員１名の計４名となっております。

１２ページの業務量で、公共３施設、農集５施設、コミプラ３施設の状況でございま

す。

１３ページをお願いします。会計の重要契約の要旨で、１００万円以上の契約は工事

委託等で７件です。企業債及び一時借入金の概要です。企業債については１億９６０

万円の平準化債の借り入れと４億４７１万９７６円の償還により、年度末残高は５８

億７５２万３７４円、職員給与費は決算額で７９６万２６７円となりました。

次に、１４ページをお願いします。収益費用明細書でございます。主な事項について

説明させていただきます。金額は消費税抜きの金額となっております。収入で、１款下

水道収益は７億１９５万６７２円です。１項の営業収益は４億１８６万１９０
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円、１目１節の下水道使用料は、基本料金と人数割料金を合わせて１億９０８万２

１４円、収納率は現年度分が９ ０２％、過年度分が３ ５％となっております。他会

計負担金の２億７５６万６０７円は人件費、減価償却費補填補助金として一般会計

から繰り入れしています。その他の営業収益の雑収益では、新規加入金として１６件分

の加入金です。続いて、２項営業外収益が３億００９万４８２円で、主なものは一

般会計からの補助金が１億２４３万３９３円、長期前受け金戻入が１億７０１万

０６１円となっています。

次に、１５ページの支出でございます。１款下水道事業費用が７億０４９万７１

７円で、１項の営業費用は５億２０５万０７１円、１目管渠費が１２９万５３

９円で、これは下水道本管、マンホールポンプ等の維持管理に係る経費です。２目処理

場費が１億１１２万５０４円で、町内１２カ所の処理場に係る経費でございます。

１６ページの３目総係費は１２５万３９１円で、職員４名の人件費、事務経費に

係るものです。

１７ページの４目減価償却費は４億８３２万９８４円で、この金額が現金支出を

伴わない経費となり、内部留保資金で運用する原資となります。

１８ページの２項営業外費用が１億２４３万６３３円で、企業債償還利息が１億

２４３万３９３円となっています。３項の特別損失は６００万０１３円で、主な

ものはその他特別損失で過年度賞与引当金、過年度法定福利費引当金、過年度貸倒引当

金となっています。

次に、１９ページをお願いします。資本的収入及び支出で、資本的収入が１億９６

０万円で、１款１項企業債で１億９６０万円、これは資本費平準化債です。

２０ページの資本的支出は４億５９５万５０５円で、１項の建設改良費では、３目

固定資産購入費、１節車両運搬具購入費として車両運搬具を１２３万５２９円で購入

しました。

次に、２１ページの固定資産明細書では、表の右下の年度末償却未済額は１１０億

２７１万０６９円となっています。

次に、２２ページから２７ページにかけては企業債明細表で、未償還残高は２７ペー

ジの一番下になります。金額については５８億７５２万３７４円となっています。

次に、２８ページをお願いします。補填財源明細書でございます。前年度末資金剰余

金ア欄は２億００７万００７円で、当年度補填財源発生額イ欄は当年度消費税資本

的収支調整額Ｂ欄、当年度損益勘定留保資金Ｄ欄と当年度利益剰余金Ｆ欄を合計した２

億２９２万６９３円で、当年度補填可能額ア足すイ欄は５億２９９万７００円

となり、４条の資本的収支の不足額クの欄２億６４５万６６７円を当年度補填可能

額ア足すイ欄から補填して、翌年度繰越額は一番下の欄で２億６５４万０３３円と

なります。これが内部留保資金であり、したがって累積赤字はありますが、資金不足は

起こしておりません。
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以下、固定資産減価償却明細書、経営分析書を添付しておりますので、ごらんいただ

きたいと思います。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１１５号議案の提案説明は終わりました。

次に、第１１６号議案、平成２６年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件につい

て、提案者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１６号議案、平成２６年度公立神崎総合病院事業会計決算

認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査意

見書を付して議会の認定を求めるものでございます。

国の医療費抑制策、深刻な医師不足等により、全国の自治体病院の経営は非常に厳し

い状況が続いております。そんな中、公立神崎総合病院では、兵庫県から大阪医科大学

での地域総合医療科学の寄附講座設置により、大阪医科大学から内科医、神経科医、ま

た神戸大学からリハビリテーション科の非常勤医師を派遣していただいております。し

かし、内科においては常勤医師の不足がいまだ続いており、地域住民の皆様に御迷惑を

おかけしていると同時に、経営状況は極めて厳しいものとなっています。このような状

況下ではございますが、当院は地域医療の拠点病院として地域住民の皆様に安全⋞安心

な生活を送っていただくため、よりよい医療の提供に向けて職員が一丸となって懸命に

努力いたしております。

公立神崎総合病院事業会計の平成２６年度の決算状況でございますが、入院患者数３

万９６３人、１日当たりの患者数が１０ ７人、外来患者数は１１万５２９人、１

日当たり４７ ６人、収益的収入では２９億４５０万７３８円、収益的支出では３

２億８８９万５００円、収益的収支額はマイナスの２億４３８万７６２円、資

本的収入では１億８９０万円、資本的支出では３億５２５万３６４円、資本的収

支額はマイナスの１億６３５万３６４円でありますが、過年度分損益勘定留保資金

で補填いたしております。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきまして病院総務課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。それでは、詳細

説明をさせていただきますので、病院決算書の１ページをお願いいたします。

１ページは決算報告書の収益的収入及び支出で、消費税込みの数字でございます。収

入では、病院事業収益で決算額が３０億９８１万９４６円、支出では、病院事業費用と
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しまして決算額３２億３８０万４０９円。

続きまして、２ページでございます。資本的収入及び支出の収入では、決算額１億

８９０万円、支出では、決算額３億５２５万３６４円、詳細につきましては明細書

で御説明申し上げます。

３ページは損益計算書でございます。これは消費税抜きで記載をいたしております。

医業収益では２５億８３７万４２９円、医業費用では、給与費などで３０億０２

５万３３５円、医業損失が４億１８７万９０６円でございます。医業外収益では、

負担金交付金などで４億６１３万３０９円。

４ページに行きまして、４ページの医業外費用は、支払い利息及び企業債取扱諸費な

どで１億０５３万０６５円、医業外利益が３億５５９万２４４円、経常損失が１

億６２７万６６２円でございます。特別損失は１億８１０万１００円で、これは

会計制度が変更になったことによる過年度賞与引当金に該当するものでございます。当

年度純損失が２億４３８万７６２円となりました。前年度の繰越欠損金が４億８

５１万５１３円で、未処分利益剰余金変動額が３５５万４０６円で、当年度未処

理欠損金が７億９３４万８６９円となっております。

次に、５ページで、貸借対照表でございます。固定資産で、有形固定資産の土地から

車両までで３１億４１３万６３７円でございます。投資その他の資産として、会計

制度の変更に伴う長期前払い消費税などで２３６万１２０円、固定資産合計で３１

億６４９万８０７円となります。流動資産は、医業未収金などで５億２８８万２

７０円となり、資産合計で３６億９３７万０７７円となっております。

６ページをお願いいたします。負債の部の固定負債は、企業債として１９億６１０

万０３２円、流動負債として１年以内の償還期限を迎える企業債などで６億１９４

万４２９円、繰り延べ収益の長期前受け金などで９６２万８７４円、負債合計で

２７億７６７万３３５円となっております。資本金は、自己資本金で１６億１０４

万６１１円。８の剰余金の当年度未処理欠損金が７億９３４万８６９円となり、資

本合計が９億１６９万７４２円、負債資本合計が３６億９３７万０７７円でご

ざいます。

８ページはキャッシュフロー計算書でございます。１の業務活動によるキャッシュフ

ローでは、合計でマイナスの６８０万２５２円、投資活動によるキャッシュフロー

の合計ではマイナスの９８９万４１２円、財務活動によるキャッシュフローで１億

６５４万４４０円で、資金の増減額がマイナス１４万２２４円となりました。資

金期首残高が８２５万３５５円でしたので、資金期末残高が８１０万１３１円と

なっております。

９ページ、１０ページにつきましては注記表をつけさせていただいております。

１１ページは剰余金計算書で、前年度処分額につきましては前年度の３月議会で処分

について議決をいただいたものでございます。当年度変動額については、自己資本金に
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ついて１億円の一般会計からの出資金でございます。借入資本金、剰余金につきまして

は会計制度の変更により移行処理によるものでございます。当年度末残高資本合計は、

右下の９億１６９万７４２円となっております。利益剰余金処理計算書も下につけ

ておりますけども、処理はございません。

次に、１２ページ、１３ページにつきましては、町長の提案説明と重なりますので、

省略させていただきます。

１４ページは議決事項で７件ございます。４の部門別職員数をつけさせていただいて

おります。２７年３月末の職員で、医師が２０人、看護師１２４人などで、合計２７４

人でございます。

１５ページは職員の異動の状況でございます。

１６ページにつきましては、工事及び資産の購入でございまして、資産購入は４７件

で６３９万４１２円となっております。

続きまして、１８ページでございますが、１８ページは業務量でございます。患者数

の状況でございますが、入院では３万９６３人、外来で１１万５２９人でございま

す。中段にございます休日夜間時間帯の患者数は６８１人でございます。

１９ページになりますが、手術件数につきましては合計で４９３件でございます。中

段の分娩数では１１４件でございます。エックス線件数では１万５５２件、検査件数

は外注検査も含めて合計で５１万９１５件、ＣＴ件数は８０４件、解剖はございま

せん。ＭＲＩが５１８件でございます。下段の調剤件数でございますが、入院、外来

合計で２万０８９件と大きく減っておりますが、院外処方になったことによるものが

主な原因でございます。食数は患者数と患者外合計で１０万３２８食でございます。

続きまして、２０ページは大畑診療所の状況でございます。患者数１３４人、収益が

１３４万８６４円でございます。病床利用状況は、病床数１５５床で、右側に行きま

して、年間延べ入院患者数で３万９６３人、病床利用率は６ ９％でございます。

次に、２１ページからでございますが、事業収入及び事業費用に関する事項でござい

ます。事業収入に関する事項の主なものとしましては、医業収益の入院収益が１４億

４４９万０６４円で、前年比較４００万４１６円の減、外来収益９億４２７万

４９１円で、前年比較５億７７２万８８１円の減、これは前年度途中から院外処

方にした影響が大きく出ております。医業収益合計では２５億８３７万４２９円、

前年比較５億９３５万５１２円の減でございます。医業外収益の合計では４億６

１３万３０９円で、前年比較９９８万５８５円の減でございます。合計では２９億

９４５万８３５円で、前年比較５億９９４万０９７円の減でございます。

次に、２２ページでございます。事業費用に関する事項で、主なものとしましては、

医業費用のうち、給与費で２１億４３４万５８２円で、前年比較３７７万３４

６円の増、材料費は４億９７２万８６９円で、４億４６２万７３６円の減となっ

ております。これは院外処方による外来収益が減っておりますが、材料費も薬品の購入
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量の減によって減っておる状況でございます。経費は３億９９１万６４９円、医業

費用合計で３０億０２５万３３５円で、前年比較４億３２８万２０７円の減でご

ざいます。医業外費用の合計は１億０５３万０６５円で、前年比較４２３万００

０円の減、特別損失は会計制度の変更で過年度賞与引当金分で１億８１０万１００円、

事業費用合計では３２億８８９万５００円で、前年比較２億９６４万６９１円の

減、事業収支ではマイナスの２億４３８万７６２円で、前年比較３億３０万４０

６円の減でございます。

２３ページで、資本的収入及び支出に関する事項につきましても、後ほど明細書で御

説明申し上げます。

２４ページをお願いいたします。２４ページは企業債他会計借入金及び一時借入金の

概況の企業債は本年度借入額の財政融資資金８９０万円、これは医療器械購入分でご

ざいます。一時借入金につきましては、年度末で２億円でございます。

次に、２５ページの収益費用明細書でございますが、まず医業収益で２９億４５０

万７３８円、内訳は、入院収益、外来収益、大畑診療所収益、その他医業収益でござ

います。医業外収益は４億６１３万３０９円で、１目の負担金交付金につきまして

は一般会計からの繰り入れでございます。その他補助金、患者外収益などがございます。

次に、２７ページをお願いいたします。２７ページは費用の部でございます。医業費

用で３２億８８９万５００円、内訳では、給与費が２１億４３４万５８２円で、

病院は人的サービス事業であることから、給与費が最も高い割合を示しております。

給与費が続きますが、３０ページをお願いいたします。３０ページの２目材料費は４

億９７２万８６９円で、薬品費、材料費、給食材料費、医療消耗備品費でございま

す。

３１ページの３目経費は３億９９１万６４９円で、報償費から３４ページの雑費

まででございます。

３４ページの４目の交際費につきましては１８７万５８２円、５目の減価償却費は

１億４７１万１９３円で、建物などの減価償却でございます。

続きまして、３５ページの６目資産減耗費は、固定資産の除却費で４９９万４６５

円、７目研究研修費１２０万０７３円で、謝金、図書費、旅費、研究雑費でござい

ます。８目大畑診療所費用で３４７万９２２円で、医師給から需用費まででございま

す。２項の医業外費用では１億０５３万０６５円で、支払い利息及び企業債取扱諸

費などでございます。

続きまして、３６ページの特別損失につきましては、先ほども申し上げましたが、会

計制度の変更に伴います過年度の賞与引当金などでございます。

次に、３７ページは資本的収支明細書でございます。資本的収入の企業債は８９０

万円で、医療器械購入分でございます。出資金は１億円で一般会計からの出資金でござ

います。支出では、建設改良費で器械備品購入費で６３９万４１２円と企業債償還
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金で２億２３５万５６０円、看護師修学資金で１２０万円でございます。

続きまして、３８ページは有形固定資産明細書でございます。当年度増加分は器械及

び備品の購入額の６３９万４１２円で、減少分は除却したもので、構築物と器械及

び備品でございます。

次に、３９ページは企業債明細書でございます。本年度の借り入れは、一番下の計の

上の部分でございますが、平成２７年３月２５日分の８９０万円の医療器械購入分が

今年度でございます。

続きまして、４０ページから４６ページにつきましては固定資産減価償却明細書で、

記載のとおりでございます。

４７ページには補填財源明細書を添付させていただいております。一番右下の６７

１万４３１円が補填財源で、内部留保資金といわれるものでございます。

４８ページにつきましては経営分析をつけさせていただいておりますが、会計制度の

変更によりまして内容も若干変更をされております。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第１１６号議案の提案説明が終わりました。

以上で１３件の決算認定の提案説明が終わりました。

ここで監査委員から平成２６年度神河町各会計決算について審査の結果を報告してい

ただきます。

清瀬代表監査委員。

○代表監査委員（清瀬 茂生君） 失礼いたします。代表監査委員を仰せつかっておりま

す清瀬でございます。平成２６年度の決算審査報告の前に、一言御挨拶申し上げます。

平成２６年度の決算審査を通じ、各課の幹部職員との質疑応答で感じましたのは、現

在人口減少対策や安全⋞安心に対する施策など多くの課題に直面しており、地方自治体

をめぐる行財政環境は大変厳しいものがあるということでございます。現在、地方分権

の時代を迎え、地方自治体が自己責任のもとで自主自立的な行財政運営が求められてお

ります。その中で、限られた財源を無駄なく、効率的に、そして価値ある最大の成果を

生み出し、結果として住民サービスの向上につなげたいと、そういう思いが職員の方で

日々努力を重ね職務を遂行されている姿勢に接しまして、大いに評価したいと感じたと

ころでございます。今後も継続して地域住民、町民の満足度の向上に向けてなお一層の

努力を期待するとともに、お願いしたいと思うところでございます。

それでは、私のほうから、平成２６年度神河町各会計の決算審査について報告させて

いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

地方自治法第２３３条第２項及び同法第２４１条５項並びに地方公営企業法第３０条

第２項の規定によりまして、町長から審査に付された平成２６年度神河町各会計決算書、

歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書について、事

項別、各課ごとに説明を徴取し、関係法令に準拠して作成されているか、決算計数が正
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確であるか、予算が適正かつ効率的に執行されているかなどについて、関係諸帳簿及び

証拠の照合のほか、必要と認めるその他の審査を役場３階第１会議室及び公立神崎総合

病院会議室において、平成２７年７月１０日、１４日、１７日、２２日、２４日、３０

日、８月３日、５日の計８日間にわたりまして山下皓司議会選出監査委員とともに実施

いたしました。

審査の結果といたしましては、各会計の決算書、歳入歳出事項別明細書並びに附属書

類はいずれも法令に準拠して作成されており、決算計数は関係諸帳簿及び証拠書類と照

合した結果、適切に処理されていることを認めました。

各会計決算に係る審査意見は、それぞれ決算書に添付されているとおりでございます

ので、以下、概要を報告させていただきます。

神河町の財政健全化指標のうち、実質公債費比率は前年度から ８ポイント改善され、

１ １％となりました。財政健全化に向けた全庁的な取り組みの成果として、まず評価

したいと思います。

一般会計の決算額は、歳出で昨年度より１１億２０７万０００円の増額となって

おります。主な要因は、合併造成基金の積み立て、若者世帯向け低家賃住宅の建設等が

上げられます。予定された事務事業はおおむね実施されていると思います。人口減少対

策は我が町の最大の課題と位置づけられ、若者世帯向け家賃補助制度、縁結び事業、学

校給食における給食費高騰分の公費対応等の子育て支援策も実施されております。教育

施設については、寺前小学校の大規模改造第１期、越知谷幼稚園新築、神河中学校と長

谷小学校の体育館の耐震工事などが実施され、当面の整備はほぼ終了いたしました。各

区の要望事項については積極的に対応され、２６年度に予定された工事は全て完了して

おります。また、子ども⋞子育て支援計画、第４期障害福祉計画、高齢者保健福祉計画

の策定などもまちづくりの方向性が示されました。そのほか多くの事業が実施され、真

摯に取り組まれた努力は評価できます。今後は合併特期間の終了により地方交付税が大

幅に減少しますが、まだまだ多くの課題があります。選択と集中により事業の重点化を

図り、さらに効率的な行財政運営に努めていただくことを期待いたします。

まず、一般会計でございます。普通交付税は前年度比８５０万０００円の増、特

別交付税は６１０万０００円の減となっております。特別交付税の交付が高い水準

であることは、当町のさまざまな取り組みに対する評価のあらわれと考えます。当局の

財源確保の努力を評価するところでございます。

町税につきましては、経済情勢や人口減の影響により、対前年度比 １％の減となり

ました。固定資産税は、関西電力大河内発電所の減価償却等により４２０万０００

円の減収となっております。

町債は、公営住宅建設事業債１億１２０万円、合併特例債６億４００万円、全国

防災事業債９８０万円の増など、対前年度で１３ ４％と大幅増となりました。

国庫支出金は、社会資本整備総合交付金の地域優良賃貸住宅分９１７万０００円、
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学校施設環境改善交付金２８２万０００円、臨時福祉給付金８２２万０００円

等の増など、対前年度比７ １％増となりました。

県支出金は、林道改良事業補助金７８１万０００円、県知事選挙市町交付金３９５

万０００円の減など、対前年度比で ３％の減となりました。

一方、歳出の主な内訳は、総務費１８億３０９万０００円、構成比２ ６％、衛生

費１６億６０５万０００円、構成比１ ９％、民生費１２億２４７万０００円、

構成比１ ７％、公債費１１億１９３万０００円、構成比１ １％、教育費１０億

７８０万０００円、構成比１ ６％となっております。

総務費は、まちづくり基金積立金５億９９０万、ＣＡＴＶ管理運営、ハイビジョン

化事業６１９万０００円、公共施設維持管理基金積立金５４０万０００円の増

など、対前年度比で２ ９％の増となりました。

衛生費では、病院事業会計への補助金５４６万０００円、水道事業会計への補助

金２６５万０００円、下水道事業会計への補助金５６５万０００円の減、生ごみ

減量化モデル地区補助金６４２万０００円の増などにより、対前年度比で ９％の減

となりました。

民生費では、子育て世帯特例給付金５７５万０００円、子ども⋞子育て関係、会

議３４０万円、支援システム導入２２２万０００円、臨時福祉給付金８０３万

０００円、障害者自立支援給付金５０７万０００円の増などにより、対前年度比で

０％の増となりました。

公債費は、元金１１７万の増、利子３７４万円の減など、対前年度比で ２％の

減となりました。

教育費は、寺前小学校大規模改造２億５１５万０００円、越知谷幼稚園舎新築

５８０万円、長谷小学校体育館耐震補強３４２万０００円、神河中学校体育館耐震

補強６０６万０００円の増などにより、対前年度比で４ ７％の増となりました。

以下、普通会計ベースとなりますが、性質別経費は、人件費は、職員給、共済組合負

担金、委員等報酬などの増により ４％増の１２億１９３万０００円となりました。

物件費では、賃金、需用費、委託料などの増により ０％増の１２億３７６万００

０円となりました。

維持補修費は、本庁舎、町営住宅の維持補修により １％増の７８６万０００円と

なりました。

扶助費は、子育て世帯臨時特例給付金、臨時福祉給付金、心身障害者福祉費などの増

により、 ３％増の６億８０７万０００円となっております。

補助費等は、病院事業補助金、下水道事業補助金などの減により ０％減の１８億

９８８万０００円となっております。

公債費は、公共事業債、教育⋞福祉施設等整備債などの減により ２％減の１１億

１９２万０００円となっております。
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積立金は、まちづくり基金、公共施設維持管理基金などの増により５ ９％増の８億

０９１万０００円となっております。

投資及び出資金貸付金は、病院事業会計出資金の増等により大幅にふえ１億２４０万

円となっております。

繰出金は、国保特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療広域連合繰り出しなど

の増により１ ５％増の４億３６７万０００円となっております。

投資的経費は、寺前小学校大規模改造、越知谷幼稚園の新築、地域優良賃貸住宅建設、

グリーンエコーグラウンドゴルフ場の整備、公共土木施設の災害復旧費等の増により１

０ ６％の増で１２億０７３万０００円となっております。

なお、特に次の点について意見させていただきます。

１、各区からの要望事業等、多くの事業を実施されたことは評価できます。全事業を

把握しやすい体制を強化し、工事の早期発注、早期完了にさらなる努力をされたい。一

部箇所を選定し工事現場の調査を行い、施工管理の状況を確認し、工事変更手続も適切

と認めました。引き続き、施工管理を適切に実施していただきたい。

２、建築工事の施工管理について、委託した管理者と担当課により現場管理も十分に

実施していただきたい。

３、ごみ減量化に向け全区での住民説明会が実施され、生ごみに特化したコンポスト

モニターが実施されたことは評価いたします。事業の継続実施を期待するところでもあ

ります。また、中播北部クリーンセンターの稼働停止後の取り組みが近隣市町間で行わ

れているが、英知を集め、検討されたい。

４、公会計制度導入より、効率的な行財政運営が求められております。特に、公有財

産についてはさらに制度を高めた台帳等を整備されたい。

５、地域包括ケアシステムの取り組みをさらに強化されたい。病院のある町として積

極的な取り組みを期待いたします。

６、学校統廃合に伴って統合後の跡地利用が喫緊の課題となっている中、具体化しつ

つある跡地もありますが、その他の跡地については治安上の懸念もあり、引き続きあら

ゆる角度から研究し、早期に方向性を確立されたい。

７、町税等滞納整理対策委員会の取り組みについて、各課の連携も向上しており、引

き続き適切な債権管理を推進されたい。

８、重要課題を議論する政策調整会議についても、今後も一層機能強化を図られたい。

９、川崎住宅問題について、一部進展しておりますが、全面解決に向けての取り組み

を引き続きお願いしたい。

１０、ヨーデルの森、グリーンエコー笠形、新田ふるさと村、峰山高原ホテルリラク

シア、ホテルモンテ⋞ローザ、こっとん亭、神崎フードなど指定管理者制度等について、

引き続き設置者の責任として施設全体の経営状況を十分に把握し、適切な管理を図られ

たい。
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１１、児童虐待、育児放棄対策については、関係各課の連携を強め、引き続き適切な

対応をされたい。

１２、各課の事務事業の進捗管理シートも確認いたしました。説明用だけでなく、内

部管理のためにもシートを活用したＰＤＣＡサイクルを一層充実されたい。

１３、各課での超過勤務の状況について、常態化していないか、特定の職員に集中し

ていないか、時間外勤務命令簿と実態の突き合わせができているかなどを聴取いたしま

した。健康管理面からも、引き続き適切な管理を行われたい。

１４、職場改善活動も取り組まれておりますが、本庁と出先機関の連携強化も図られ

たい。

１５、各種団体の会計処理は要綱により事務処理がされておりますが、各団体の所管

課において確認する取り組みにより、引き続き適切な事務執行に当たられたい。

以上、多岐にわたりましたが、個別に意見を述べさせていただきました。

次に、介護療育支援事業特別会計でございます。

小児療育に関する相談内容は、年々複雑で多岐にわたっております。そういった中で、

自宅や学校、幼稚園等において、相談者の御意向や内容に応じて継続して事業に取り組

まれております。また、中播磨健康福祉事務所の協力も得ながら、神崎郡３町実施のす

こやか専門相談への支援、担当保健師との学校巡回訪問指導においても重要な役割を当

機関が担っております。その中で、障害のある子供たちの卒業後の問題について、障害

児進路部会が機能し、ハローワーク姫路等の雇用関係機関と協働できる体制ができてい

ることは評価するところでございます。また、サービス等利用計画について、全ての対

象者の方のものが作成できております。限られたマンパワーではありますが、個々の事

例に対して丁寧な相談業務を重ねられ、引き続き充実したサービスに努められることを

期待します。

次に、国民健康保険事業特別会計でございます。

国民健康保険税の徴収率は、前年度比 ５ポイント減の７ ３％となっており、２６

年度末の収入未済額、滞納額は前年度比３７７万０００円増の８８９万０００円

となっております。歳出の中で最も大きな割合を占める保険給付費、医療費は、対前年

度比１８７万０００円減の８億７８０万円となっております。医療費削減対策、健

診事業では、医療受診者を含めた町民の総合的な管理を目指して努力されております。

その中で、無料クーポン、健康管理ファイルの配布など、各種の取り組みが強化されて

いることは評価いたします。健康づくりの大切さについてさらにＰＲされ、関係課が連

携し、急激な保険料の増加を招くことのないよう安定的な財政運営に努められることを

期待いたします。

次に、後期高齢者医療事業特別会計でございます。

後期高齢者医療保険料の徴収率は、前年度比 ４％増の９ ８％となっており、２６

年度末の収入未済額、滞納額は、前年度比４８万円減の１７万０００円となっており

－１７０－



ます。制度開始から７年が経過し、今年度も大きな問題はなく事業は推移しております。

超高齢化社会へ向かう中、医療費は今後も増加していくものと思われます。関係課が連

携し、特定健診の受診率を向上させ、医療費抑制、高齢者の健康増進につながる取り組

みの継続を期待いたします。

次に、介護保険事業特別会計でございます。

介護保険料の徴収率は、前年度比 ２ポイント減の９ ６％となっており、収入未済

額、滞納額は、前年度比４３万０００円減の２６９万０００円となっております。

保険給付費では、介護サービス給付費等諸費が前年度比０５２万０００円増の１１

億５０８万０００円となっております。なお、２７年３月末における要介護認定者

数は、１号被保険者で前年度比３９人増の７５４人、２号被保険者で前年度から１人減

の９人となっております。そういった中で、定着してきたこつこつ貯筋教室に加え、軽

度認知症を早期に発見するためにタッチパネル検査を導入し、その後のフォローとして

ほがらか教室も継続されております。２６年度では、介護予防モデル地区の福本区で地

域ぐるみの介護予防事業も展開されました。また、加納区では、認知症徘回者を地域で

支える認知症徘回模擬訓練も行われました。さらに、告知放送によりラジオ体操が流さ

れるなど、健康づくりや介護予防について意識を広げる努力がされております。さまざ

まな事業を評価します。本人、家族の負担、また財政負担の軽減のため、今後も地域に

根差した取り組みに期待するところでございます。

次に、土地開発事業特別会計でございます。

２４年度にしんこうタウンの第３期、２７区画が販売開始となり、２５年度末までに

１０区画が販売、新築されています。２６年度では２区画が販売されました。今後の対

策として、定期借地権方式による販売など、新たな策も検討されております。若者世帯

住宅取得支援事業等の諸施策とあわせ、ＰＲの強化を望みます。また、残り１５区画の

早期販売の取り組みに期待するところでございます。

次に、老人訪問看護事業特別会計でございます。

かんざき訪問看護ステーションは、開設後２１年が経過し、郡内、姫路市香寺町、朝

来市生野町をエリアとして事業は順調に行われ、利用者は延べ７００人を超えました。

超高齢化社会へ進む中、本人はもちろん、介護側の高齢化など家族へのサポートも不可

欠となっており、さまざまに困難なケースをいかに在宅で最後まで見ていくのかという

問題が依然としてあります。当ステーションは、看護職が看護支援専門員も担い、将来

も予測しながら取り組まれております。また、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士も

配置され、病状のケアだけでなく、生活面からの支援も引き続き行われております。今

後もますますこの事業のニーズは高まっていくと思われますが、まだまだ地域に浸透し

ていない現状もあります。効果的なＰＲを行い、地域包括ケアのかなめとして引き続き

の事業の推進に期待します。

次に、産業廃棄物処理事業特別会計でございます。
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歳入の主なものは、建設残土砂等処分地使用料２５７万０００円、前年度繰越金

２３８万０００円となっており、歳出の主なものは、管理業務委託料１０９万００

０円、管理委託料２６７万０００円、施設管理や水質調査にかかる委託料５３７万

円となっております。２６年度は、前年から３７ ５トン減の５６ １トンが投入

され、現在約５ ９％の占有率となっております。許容量を超えたときの具体策の検討

をお願いいたします。引き続き、不法な持ち込みがないか現場を確認し、施設が適正、

円滑に利用されるよう運営努力を期待します。

次に、寺前地区振興基金特別会計でございます。

歳入は、一般会計からの繰入金０００万円、基金繰入金４７５万円、財産運用収

入２９５万０００円となっており、歳出の主なものは各区等への補助金２０８万

０００円、寺前漁協への補助金２５０万円、基金への積立金、利子分２９５万０

００円となっております。この会計の財源は基金からの繰入金が主なもので、引き続き

適切、効率的な基金の管理運営を望みます。

特別会計の最後、長谷地区振興基金特別会計でございます。

歳入は、基金繰入金１１７万０００円、財産運用収入１１９万０００円となっ

ており、歳出の主なものは長谷ふれあいマーケット運営費補助金８００万円、長谷漁業

への補助金３００万円、基金への積立金、利子分１１９万０００円となっております。

この会計の財源は基金からの繰入金が主なもので、引き続き適切、効率的な基金の管理

運営を望みます。

以上が一般会計及び特別会計の報告でございます。

次に、水道事業会計でございます。

人口減少、節水機器の普及など、節水意識の傾向は続き、昨年より水道使用料は１万

９６１立方メーター減少しておりますが、直営工事を含む１３０件もの漏水、修繕対

応による有収率の向上について引き続きの努力を評価するところでございます。使用料

の未収金については、徴収強化月間を設け、給水制限、停止等を構えた納付指導を継続

されていますが、過年度分未収金は、２５年度から９７万６６５円悪化し、４６５万

２３０円となっております。不納欠損処理は、平成２０年度から２５年度分１０件、

１４万５８５円となっております。

次に、下水道事業会計でございます。

水洗化率は９８％と高く、引き続き快適な生活環境の提供が維持できております。使

用料の未収金については、徴収強化月間を設け、納付指導や精力的な徴収を継続されて

おりますが、過年度未収金は２５年度末から７４万３８５円悪化し、５４３万９１５円

となっております。不納欠損処理は、平成２０年度から２５年度分９件、１８万０８

０円となっております。

水道事業、下水道事業を通した意見でございますが、町税等滞納整理委員会として債

権回収について連携して取り組まれておりますが、昨今の経済状況の影響により滞納は
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増加傾向が続いております。また、人口減により料金収入の増加も簡単には望めません。

今後も徴収見込みを的確に把握し、公正かつ合理的、能率的な徴収を行っていただき、

確実で安定的な経営に結びつけていく必要があります。そして、施設の老朽化、耐震化

対策としての統廃合など、国庫補助金も活用しながら効率的に取り組まれることを望み

ます。引き続き、水道水の安全で安定した供給と快適な生活環境の提供に努められるこ

とを期待いたします。

最後に、公立神崎総合病院事業会計でございます。

昨年度は５９２万０００円の黒字決算となりましたが、平成２６年度は地方公営

企業会計制度の改正により、特別損失１億８１０万０００円が発生したことにより、

２億４３１万０００円の赤字決算となりました。昨年度と比較し、入院患者数は

４２８人の減、外来患者数は０８６人の減、収入は、入院４００万０００円の減、

外来５億７７２万０００円の減となりました。外来収益の大幅な減の要因は、薬局

において院外処方への移行により１人当たりの診療単価が下がったことや、整形外科の

患者が大幅に減ったことなどが上げられます。経費は節減に努められ３０９万円が減と

なりました。給与費は、臨時特例による医師給与も含めた減額措置がなくなったことや

非常勤医師の増などにより３７７万０００円の増となりました。一方、材料費では、

院外処方に伴う薬品の購入が減り、４億４６２万０００円もの減となりました。

深刻な医師不足は国全体の問題ですが、そういった中にあって、医師確保に向けた従

来からの取り組みについては評価できます。しかし、内科医は充足しているとはいえず、

休日夜間救急体制などの強化は必要でございます。医師確保について、引き続きの努力

をお願いいたします。昨年度はインフルエンザが猛威を振るいましたが、告知放送の徹

底や入院面会の制限など、厳格に感染防止対策をとられていたことは大変評価しており

ます。また、昨年も触れましたが、医療費請求の過誤調整額の比率が非常に少なく、継

続してしっかりとしたレセプト点検の管理ができております。確実な事務の遂行は病院

全体の信頼も高めます。今後もこの水準を維持することを期待いたします。重要課題で

あった耐震化に伴う整備は、北館改築へと方向が決定されました。いずれにしても、当

病院は神河町の地域医療の中心であります。地域包括ケアシステムの構築の中で、病院

の役割は極めて重要であることは言うまでもありません。健康福祉課等としっかりと連

携し、町を挙げて地域に信頼される病院づくりに向けた取り組みを期待いたします。

以上、一般会計ほか１２会計の決算の概略の報告を終わらせていただきます。ありが

とうございました。

○議長（安部 重助君） どうも御苦労さんでした。

代表監査委員の決算審査報告が終わりました。

それでは、ただいまより審査報告に対する質疑を受けますが、監査委員の日程の都合

上、本日のみ出席していただくことになっておりますので、御了承願います。

それでは、何かございませんか。
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〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 特にないようでございますので、これをもちまして審査報告に

対する質疑を終了いたします。

清瀬監査委員、どうもありがとうございました。

以上１３件の決算の質疑につきましては第３日目に行い、本日は説明のみにとどめさ

せていただきます。

⋞ ⋞

○議長（安部 重助君） お諮りいたします。日程の途中ですが、本日の会議はこれで延

会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。

本日はこれで延会とすることに決定しました。

次の本会議は、あす９月３日午前９時再開といたします。

本日はこれで延会いたします。どうも御苦労さんでした。

午後３時４７分延会
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